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平成２４年第５回（９月）定例会 一般質問通告表（９月１１日）

順 質 問 事 項 質 問 者

◎ 甲斐市政に将来の展望は見えない

 国民は等しく痛みを分かち合うべきだ。沖縄県民の痛み、苦しみを理解し

て、全国に佐渡島民の情けの深さを示し、センセーショナルな存在感を発揮

すべきだ。現在、オスプレイの受入れが物議をかもしているが、これを転機

に航空自衛隊基地を誘致して、沖縄県民の痛みと苦しみを緩和してやろう。

基地の誘致で、３千ｍ滑走路を国営事業で確保して、佐渡の将来展望を図る

べきだ

① 航空自衛隊１個中隊による人口増は約４万人（隊員１万人×家族４人）

であり、給料約４千億円が下りる

② 基地の清掃管理企業約１万人の雇用の創出が見込める

③ 基地の日常生活用品、特に地産の米、野菜、魚の供給が期待できる

④ 隊員の住宅建築が生まれる（衰退している森林事業に可能性が生まれる）

⑤ ハブ空港として国際的な脚光を浴び、大型観光が生まれる

⑥ 妙見山のガメラレーダーの建設許可は誰が出したのか（現在も見返り交

付金をもらっているのではないか）
１ 大 澤 祐治郎

⑦ 航空自衛隊基地誘致は佐渡市議会が議決すれば良いと思うがどうか

 甲斐市政の政策は、Ｗスタンダードだと言う市民がいる。本当に将来性の

ある事業があるなら、年次毎の計画をいち早く示すべきだ。国の交付金がど

んどん入る事業を考えるべきである。航空自衛隊基地の誘致は絶対不可欠だ。

オスプレイで国が行き詰まっている今が正にチャンスだ。甲斐市長は離島振

興協議会の副会長だと聞いている。是非、佐渡の専守防衛の点からも、航空

自衛隊基地誘致に手を上げる勇気を持ってもらいたいがどうか。

 新潟東港へのイージス艦寄港について新潟が難色を示している内に、二見

港に誘致すべきだ（吃水が浅い、バースが短い等言われているが、物理的に

何ら問題はない）

 水族館をＰＦＩ事業でやるべきだ。先の議会では、どこも赤字でやる意思

がないと断られたが、新潟マリンピアは、ここ２年近年にない大人気である。

私は先般視察してきたが、その折、盛況につき巨費を投じて大型リニューア

ルをするのだと、うれしい悲鳴を聞かされた。佐渡で海の恵みを観光に使わ

ない手はないとも言われた。リピーターの育成に水族館は欠かせない事業だ

と思うが、どうか。日本経済は未曽有の低金利時代を迎えている。多くの企

業が大きな期待を持っている。市長の勇気を切望する。

１ 今後の支所・行政サービスセンターの業務について
２ 大 森 幸 平

 業務の内容
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順 質 問 事 項 質 問 者

 人員配置

 予算規模

２ メンタルヘルスによる休養者の主たる原因と職場の対応策について

３ 本庁・支所等の勤務時間の掌握はどのようにしているのか

 超過勤務の削減と必要な予算の確保について

 人事評価との関連について

４ 冷房問題等について

２ 労働安全衛生法では事業所の室温を28度以下に保つよう定めているが、佐渡 大 森 幸 平

市の実態は

５ 佐渡地域医療連携ネットワークシステムの諸問題を問う

６ 国民健康保険税大幅値上げに伴う60歳から64歳までのインフルエンザ予防接

種補助の拡充について問う

７ 大震災から住民を守れる安定した環境をどう築くべきか

 保育園・老人施設等の対策と避難について

 電力の確保について

１ 市長の政治姿勢について

２ 離島振興法の一部改正について

 離島振興法の延長による佐渡市の今後の取組み方針について

 離島活性化交付金等事業計画

 離島特別地域制度整備

３ 水田転作制度における改善期限を過ぎた不作付け地の取扱いについて
３ 根 岸 勇 雄
４ 廃校となる後山小学校校舎等の跡地利用計画について

５ 建築設計業務委託について

６ 民間移譲した温泉施設・宿泊施設の今後の対策について

７ 除雪対策について

８ 佐渡―新潟空路便について

９ 佐渡市将来ビジョンの見直しについて

１ 小学校の通学路の安全点検について

 合同点検をした30箇所の対応策は、補正を組むなど今年度中に実施すべき

４  警察、県地域振興局、佐渡市による合同点検を定期的に実施すべき 山 田 伸 之

２ 中学校の部活動の社会体育活動化について

３ 佐渡市一斉防災訓練の実施について
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午前１０時００分 開議

〇議長（祝 優雄君） おはようございます。ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

〇議長（祝 優雄君） ここで、報告をいたします。

昨日開催された決算審査特別委員会において、正副委員長が互選されましたので、その結果をご報告い

たします。

委員長 加賀博昭君

副委員長 大森幸平君

以上であります。

日程第１ 一般質問

〇議長（祝 優雄君） 日程第１、一般質問を行います。

質問並びに答弁は簡潔にお願いをいたします。

大澤祐治郎君の一般質問を許します。

大澤祐治郎君。

〔９番 大澤祐治郎君登壇〕

〇９番（大澤祐治郎君） おはようございます。ただいま議長のほうから発言の許可が出ましたので、通告

書に沿って一般質問を始めることにいたしたいと思います。

朝昼のあの猛暑が大分しのぎやすくなってきておりますが、暑いころの疲れが今一番出てきて体調を崩

しておる人がたくさんおるようであります。どうか皆さんも、命があっての政治でありますから、お体を

大事にしていただきたいと思います。

それでは、早速質問に入ります。甲斐市長のいろいろなメディアに載ってくる資料、あるいはマニフェ

スト、そういったものを見聞きするときに、非常に甲斐さんという人はそつのない、そして声も張りがあ

って大きい。しかし、中身はどうかということになるわけでありますが、そういったことで私は過去、加

賀さんに次いで一番古いのですが、40年近い議会経験の中で必ずこのテーマを時の首長にぶつけてお願い

をしてまいっておりますが、一向に実行の様子もなければ影も見えないと、こういうようなテーマを懲り

もなくこのたびまた甲斐市長にお願いをいたしたいと思って通告をいたしました。甲斐市長が佐渡は６次

産業に力を入れながら復興、復活をして体力をつけると、こういうことを申し上げておるわけであります

が、なるほどスローガン、あるいは声、これは立派なものが出てきておりますけれども、中身が残念なが

ら見えない。６次産業で観光を中心にした、あるいは農業を中心にした、そういったものを施策に反映し

て島民にしっかり生きていく勇気を与えるという気持ちはわかるのですが、では具体的に何を市民が励み

できるようなものをおつくりになるのか、施設を考えておるのか、そういったことの具体性がないもので

すから、市民各位から、私どもに言いやすいものですから、返ってくることは、甲斐はダブルスタンダー

ドと、こう言う。ダブルスタンダードというのは、皆さんご存じのように二枚舌ということであります。

そういったことで、私は甲斐さんはそんなことではないということを多少なりとも存じ上げておるつもり
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でありますので、こういったことをお願いをして、そしてそれに取り組むというようなさわりが出てくれ

ば、これは最高だなという思いから始めてまいります。

私は、大型飛行場をぜひ欲しい。3,000メートル級の飛行場を欲しい。しかし、県営空港ではそんなこ

とは夢かないません。ご存じのように、泉田知事は恐らくもって県職ＯＢの甲斐さんが言ったところで飛

行場についていい返事は出してこないと思う。ＰＩを100人してそれをみんな持ってこいとか、いろんな

ことを難癖つけておりますが、一番根幹なことは、本土の県会議員の皆さんが、よし、佐渡にはやっぱり

大型飛行場をつくって、そして佐渡観光を島民の生活の支えにしてやろうというようなお考えを持つのな

らいざ知りませんが、佐渡出身の県会議員もしかり、そういった大きな大義をするような動きというもの

は県会で出てきておりません。そんなことを考えると、県民飛行場、しかも2,000メートル、ましてや私

が言うのは、事業を成就させるために土地収用法を県でつくってもらいたいというようなことを前の市長

にもお願いをしましたが、言って言うたものやら言わぬものやら、多分後段のほうが強いのではないかと

思いますけれども、県は今大変な財政難に陥っております。赤字県民債を出しているような県が、本土の

議員さんが佐渡なんかのために飛行場をさらに借金してでもつくってやれというようなことは恐らく言わ

ないし、そういう説得をできる佐渡出身の県会議員ではありませんし、そういう人に多くを望むより、県

庁マンであり県庁ＯＢの甲斐市長に、自ら県で華々しく活躍してきたその経験を生かして県民空港という

ものもお願いできるかということで聞いてきてみましたけれども、なかなかその答えも簡単に出てこない

ようであります。したがって、佐渡観光を考えるときには何がどうあろうと飛行場が必要だ、しかも大型

飛行場でハブ空港であり、あるいは佐渡発グアム、佐渡発香港、佐渡発ハワイ、佐渡発ニューヨークとい

うような大きな観光をできるような施設を佐渡はやっぱり誘致しなければならないと、こう思っておりま

す。非常に壮大過ぎてつかみどころのない話でありますが、そういったことができない限り佐渡観光は多

くを望めません。この８月末あたりまでの、４月からのゴールデンウイークを通して佐渡観光はどんなも

のであるかと、まさに３分の１を過ぎた段階でありますが、観光のエキスパートである坂下君にちょっと

聞いてみたら、いささか10％ぐらいの伸びは今でもあるというようなことをお聞きしました。しかし、そ

んなことで佐渡が今後生きていけるかということになると非常に心細いわけでもありますし、まず人口が

佐渡に土着をして、そして親兄弟、先祖がなしてくれたものを継いでいきたいというような人口がふえな

い限り、まず佐渡が将来を望むということは難しいことでありますし、またそこから得る税収というもの

が毎年じり貧のように下がってきております。私らが合併当時に出たころには60億近い税収がありました

けれども、今既に10億近く税収も引っ込んでおります。それは、端的に人口が伸びないということと、時

の首長が企業誘致ができないということであります。市長にやるのかやらないのかと言うと、いや、企業

誘致もやるし、人口増も頑張りますということは言うのですが、では具体的にどういうことを、どういう

施設を持ってきて、その今申し上げた人口の歯どめ、税収のアップ、そういったことをここから埋めるの

だというような具体性をやっぱり議会並びに市民に市長はいち早く宣伝といいますか、アピールをする、

自分の政策を述べる必要があると、私はこう思っております。したがって、市長にはぜひ、なって半年過

ぎたばっかりですが、今まだ、これから３期はやろうと思っておる者にそんな唐突な話をぶつけてもらっ

ても困るという考えをお持ちでしょうけれども、時、あるいは時代の流れというものは、これは待ってく

れません。ですから、政治というものは、根幹はやっぱり夢から始まるのです。夢を見れない、夢を描け
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ないような政治家、あるいは理事者であってもらっては私らも実は困るということでありますので、ぜひ

甲斐さんにそこら辺のことに踏み込んだ発言をいただきたいなと、こう思っております。

それから、大型空港というのは、だてや酔狂で私は言っておるのではありません。昨年度大きな、100年

に１回か200年に１回かと言われるような大震災が東北でありました。あの震災で失った、亡くなった尊

い命は、４万近い方々がお亡くなりになったという話も聞いておりますが、その方々を、あそこの港のと

ころには仙台空港があったのです。ところが、津波に空港を占領されてしまって、海上自衛隊の輸送機、

１機1,000人ぐらい運べるというような飛行機が１機たりとも用を足さなかった。そういったことを考え

たときに、ではこの佐渡市はどうなるのだと。越佐海峡に中国の潜水艦がぼおんと浮き上がったら佐渡は

どうなるのですか。私は、前の市長にも、あなたは旭伸航空の大株主だが、おまえたちが勝手に日本海に

飛び込むか自決してくれ、おれは調布の母ちゃんのところへツインオッターに乗って逃げると、こういう

ことを言うのかと言って食い下がったこともありますが、それほど佐渡の自主防衛にしても専守防衛にし

ても、そういったものの備えということもいち早く手を染めなければ、人の命は地球より重いと、福田赳

夫さんがかつてそういう名言を吐きましたけれども、その命も財産もただただ藻くずに消えるようなこと

になろうかと心配をいたしております。

そこで、通告書にもうたってありますが、ただただ国営規模の事業をやれといったって、これはなかな

か国も財政が今まさに未曽有の不景気に入っておるわけですから、やりますよということはなかなか言わ

ない。しかし、憲法の第１条にあるように、人間平等でひとしく幸せを求める権利があると日本国憲法に

もうたっておりますが、その現実を考えたときに私は市長に、離島の市長会の副会長という要職につかれ

ておるということも聞いております。そういった離島の皆さんと交互に知恵を出し合いながら自主防衛を

できる、そのために大型空港というものは必要であるということを申し上げておるのと、官と共同しなが

ら大型空港を実現するような運びを市長に考えてもらいたい。米子の飛行場、それから石川県の小松飛行

場、北九州の福岡空港、古くは北海道の今の飛行場、こういったものがそういった国土を守る、人の命、

財産を守るというところで自衛隊が定着をして、そして今日国際空港に大きく伸びて、それはもう語るに

尽きないぐらいの成果をよその空港は上げております。そういったことを私はぜひ、心にとどめ置くので

はなくて、努力をするというようなお気持ちを市長から開陳していただければありがたいなと、こう思っ

ております。端的な例が福井空港、県営空港ですが、これは地権者の同意がもらえなくて、結局福井航空

大学か何かの……あれはグライダーではない、セスナ機なんかの離発着の簡単な免許状をいただける訓練

用の飛行場に３分の２はできておるのです。３分の１、目の前にある杉の木を切れないということで飛行

場がだめになった例があります。そんなことを推して考えていくと、私は両津の飛行場は難しいのではな

いかなと、本当にせつない思いで申し上げております。これは、甲斐さんの生活環境の中にある、いわゆ

る地主が皆さんそこにたくさんおいでだということも聞いておりますが、そのエリアの中に飛行場もある

わけでありますので、ぜひそういうことで佐渡空港もゆめ怠ることないような準備に入っていただきたい。

そこで、今回はその飛行場の目安、目途というようなものが本当につくのかどうかというようなことも

お話としてさわれたらお願いをいたしたいし、何か私は大きな飛行場というと、あいつは非国民で戦争を

やりたいのではないか、右翼ではないかというようなことを言われるのですが、気持ちの半分は右翼です

けれども、半分は私も至ってそう乱暴なことは好きなほうではありません。そういったことで民主的に町
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民のコンセンサスを得るような努力をしてやってもらいたいが、この任期いっぱいでなんていうようなこ

とはもう私は待てないと、こう思っております。

それと、もう一つ、佐渡には既成事実があるのです。加賀さんがかつて前職を非常につるし上げました

が、妙見山にガメラレーダーがございます。これは、日本に４基しかない、いわゆる国防基地の重大なア

ンテナでありますが、あれを実質的に佐渡に施設として認めて着工させたというのは、これはどなたがそ

の許可をおろしたのか。議会がおろしたとも、私はその当時いましたから、承知していませんし、前任者

は最後までいわゆる私が認めたということは言わなかったように記憶いたしておりますが、よもや甲斐さ

んは、あれはまだ認めていないのだなんていうことは私は言わぬと思いますが、そこら辺の認定者、企業

を誘致した責任者は恐らく首長だと思っておりますが、そういったことでぜひそこらの本音をお聞かせを

いただきたいと、こう思っております。

最後に、さわりとしてお願いしたいのは、沖縄がこの日曜日に10万県民を集めてオスプレイの持ち込み

は絶対反対だということを大々的にデモンストレーションをやりました。政府やアメリカがどうそれを受

けとめるのかわかりませんが、国防上の立場からいくと、アメリカにおんぶにだっこしておる日本は恐ら

くそれを蹴るということはできないと、こう思っております。したがって、私は今、センセーショナルな

宣伝であるが、市長に沖縄本土に次いで日本一大きな島、佐渡へ、何だったら防衛を兼ねて空港の誘致と

いうものを考えてもいいのではないか。そういうぐらいの勇気と英断を持つ市長であってもらいたいなと、

こう実は思っておる次第であります。そういったことが可能なのか可能でないのかわかりません。アクシ

ョン起こしてみねばわかりませんが、とにかくこの大きな島にたかだか2,000メートルの非常用を含めて

飛行場もできないような佐渡の体力が今後伸びるなんていうことは、これはもう誰が考えたって私は明ら

かと思っております。そういうことで、ぜひそういったこともこの質問の中でさわりができたらお願いを

いたしたい。

それから、最後に私の持論ですが、６次産業の中で観光産業をやるというのであるならば、四界全て海

の天然に恵まれた佐渡へ旅行して佐渡の海の中を見ることが一つもできなかったというようなことでは、

私はこれはおかしいのではないかと。そこで、先月の24日、広域連合の会議が新潟市でありましたので、

充て職でありますので、行ってまいりました。マリンピアについて、前回のときには総じて赤字で、あん

なものだめだというようなことを、甲斐さんに木で鼻をかまれるようなことを言われて私はがっかりしま

したが、直接足を延ばして聞いてきてみましたら、どう言っていいかわかりませんが、来年の７月にリニ

ューアルをして、もっと大きな水族館をつくりますと、こういうことであります。したがって、８月いっ

ぱいで水族館のほうは閉館をして、イルカプールはまだやっておるようでありますが、そんなことで水族

館は何が何でも新潟市にとっては100万都市に、あるいは70万政令都市に、そのぐらいの文化の象徴であ

る、学識的にもそうですが、水族館を持てないというようなことは全国に恥じることになるという係員の

お話でございました。佐渡でこういうことをお願いしたいということを私申し上げましたら、何も赤字に

おびえる必要はないと。当然それは赤字にならぬにこしたことないですが、佐渡に言うならば50万の観光

が来るということであれば、その観光はルートをきっちり決めることによって、施設めぐりの中に水族館

を入れれば当然そこに観光客はほとんどのものが流れるわけでありますから、赤字になるというようなこ

ともありませんし、島内の子供たちが１年に相当な数が私は見学に応じてくれると思います。そんなもの
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であんな大きなずうたいのものを維持管理できるものかと言う人もおるかもわかりませんが、海洋国日本

ではありませんが、周り全部海の天然資源に恵まれた佐渡市であります。教育的見地からしても、ぜひ水

族館ををつくっていただきたいのと、言うならば雨が降っても雨宿りができる施設のないようなこの佐渡

の現状を考えても、両方、水族館で魚も見れるし、雨宿りもできたと、いい土産話ができたというような、

一挙両得の考えも私はしてもいいのではないかと。それも佐渡市に予算を持ちなさいよということを言っ

ておるのではありません。官を使って、ＰＦＩを使って30年間官にお願いして、そして佐渡市はその間利

息だけを払って、そして30年後にそれを民に買い取ってもらうのか、官が引き続き管理するのか、そこで

やめてしまうのか、それはわかりませんが、私はこの佐渡市に絶対不可欠な観光資源だと、人工的資源だ

と思っておるわけでありますので、ぜひそのことも市長には前向きなお答えをいただきたいと、こう思っ

ております。教育長あたりからイの一番に手を挙げて、ぜひつくってくれというような話が私は出てきて

もいいと思うのですが、必ずしも教育行政は全て経済にのっとって黒字になるような事業なんていうのは

かえって少ないほうですが、そういったことを考えてもこの水族館というものはぜひ考えていただきたい。

なお、参考までに、今国の利息が、法定金利が一番安い時期であります。合特債を返す芸当のないよう

なことをするなと、加賀先輩が盛んにそういう話をしておりますが、これは金利が幾ら上がっても３％以

上には今の状況ではなりません。そういうことで、低金利のうちにぜひこの事業に踏み込むようにお願い

をいたしたいと思っております。

以上、あとの細かい点はまた自席から質問をさせていただいてご指導をいただきたいと思います。はし

ょって大ざっぱな質問をいたしましたが、ぜひお願いをいたしたいと、こう思っております。

もう一点だけ残していきますが、イージス艦の件も参考までにありましたらお願いをいたしたいと、こ

う思っております。

〇議長（祝 優雄君） 大澤祐治郎君の一般質問に対する答弁を許します。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） おはようございます。大澤議員のご質問に対してお答えを申し上げます。

冒頭私のこれから進めていく方向について具体的なものが見えないと、もうちょっとはっきりしなさい

というような励ましをいただきました。私は、実は６月の議会からも申し上げているところでございます

けれども、５つの方向を出しながら、これを実現することによって佐渡の活性化を図っていくということ

を申し上げたわけでございます。特にその中におきまして、依存するのではなくて佐渡にあるものを活用

しながら、それに付加価値をつけて島内の企業間に回していくという波及効果をねらっていくということ

が１つでありますし、もう一つは何としても佐渡は観光が重点でございますので、この観光のために頑張

っていきますということを申し上げたわけでございます。特に観光におきましては、空港の必要性という

ものは、私自身本当にこれは必要だと思っております。しかし、今までの経過の中で紆余曲折があったわ

けでありますが、特に議員がご指摘のように、県議会における対応というものも大きな壁になってきたと

いうことは事実であります。したがいまして、私就任してから２度県議会の幹部の方々、特に自民党の幹

部の方々にはお会いをいたして、このままでは佐渡はだめになる、だから何とか頑張っていただきたいと

いうことは申し上げてきたわけでありまして、それなりの返答もいただいておりますし、また地権者の方
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々に対しましてもその旨をお伝えをし、今鋭意進めているところでございます。いやしくも半歩だけでは

なくて１歩も２歩も前に進んでいるということだけはご報告をさせていただきたいと思っております。内

容につきましては、いろんな点があるわけでありますので、遠慮させていただきますが、そういう形で一

生懸命今頑張っているところでございます。

それから、もう一つは６次産業化の問題でありますけれども、勇気を持ってということでありますが、

もちろん勇気を持ってやっていかなければならないわけでありますけれども、今一番佐渡で大事なことは

産業を創造、創設するということ以前に、なりわいの復旧なのです。それぞれの市民の方々が収入を得る

という手だてをつくっていかなければだめだ。そこから産業が発展する、産業が出てくるのです。そのと

ころを今までやってこなかった、ここに問題があるわけでありまして、今そのためには行政だけではなく

て、市民の方々一人一人が佐渡を選んでいただくためにどうしたらいいかということを考えていただく、

そのために今一生懸命行脚をしながら一緒になってやってくれる人たちを探しております。そういう意味

では、いろんな方々から、よし、やろうという話にもなっておりますし、それも１歩も２歩も前進をいた

しておるところでございまして、さらに今クラスターづくりの中で市民の方々の意向も聞きながら、そし

て25年度の当初の事業、予算の中で持っていくという流れでいっておりますので、ぜひそういう意味でご

理解をいただきながらご指導いただきたいというふうに考えているところでございます。

次に、大澤議員のいわゆるライフワークとも言えるのかわかりませんが、航空自衛隊基地、こういうも

のの誘致をする考えはないかということであります。議員がご指摘のように、こういう自衛隊基地を誘致

することによって確かに人口は増加をし、関連する産業もそこではふえてくるということも、これは事実

だと思います。しかし、それだけではなくてデメリットもあろうかとは思います。しかし、それは一理で

あると思っております。しかしながら、何も行動しないという意味ではなくて、これは防衛省等へも問い

合わせをしながらいろいろやっているわけでありますが、基地の配備につきましては国防の観点から地域

バランス等によって国が判断するものでありまして、私ごとき市長が防衛省に要望したとしても誘致は困

難であるというような答えもいただいておるわけであります。そういう意味で情報の共有ということはや

っていきますけれども、現段階におきましては無理だということでございますので、進める考えはござい

ません。いわゆる情報の共有はこれからもやってまいりたいと思っております。

それから、ガメラレーダーにつきまして、どこか許可したのだということでありますが、これはいわゆ

る国防の観点でございますから、国の施策であります。佐渡市といたしましては、当然当時議会、あるい

は市民の方々といろんな点でお話をしていただいて、大きな支障がないということで報告をしたというこ

とでありまして、誘致をしたということではないわけでありまして、ただそういう中において佐渡市長と

して、首長としてそれの音頭をとったことは事実であるけれども、佐渡市が許可をしたということではご

ざいません。これは、ひとつご理解をいただきたいと思っております。

なお、最後のほうでイージス艦というお話もございました。これは、二見港というようなお話もござい

ますけれども、これにつきましても航空自衛隊の基地を誘致するのと同様、国が判断をして配備を決定す

るということでございますので、現時点におきましては誘致活動をする考えはございません。

それから、もう一つの水族館の問題であります。もう議員ご案内のとおりでありますけれども、佐渡と

航路を結んでおるところの対岸の新潟、長岡、上越で水族館があるわけでありまして、現在改修中のマリ
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ンピア日本海、これは日本海側の最大の規模でありますし、さらに上越の水族館につきましても北陸新幹

線に合わせましてリニューアルを検討中ということをお聞きいたしております。私自身も新潟市及び上越

市の方々と話し合いをしてまいりました。議員がそれぞれのところへ行ってお聞きをする、そして相手が

返事をする内容と私ども事務方が質問をしてそれに対する返事をするということは、おのずと違うのかも

わかりませんけれども、私どもが聞いている限りおきましては大きな赤字を今抱えておると。特に新潟市

の場合は大きな赤字を抱えていると。この赤字を少しでも解消するためには、そこの水族館の中に入る魚

種等を変えていく、あるいは見学者に対しての利便性というようなものを考えていけば赤字の解消、少し

の赤字の解消はなるということで今改修ということをやっているということでございますし、上越の水族

館につきましては北陸新幹線の開通ということもあるのでありますけれども、どうやったとしても赤字を

解消をすることはできない。したがって、そういう中で本当に改修がいいのかどうかということについて

議会の反対、市民等の反対もありまして、今検討をしている最中だというふうに聞いているところであり

ます。そういう意味におきまして、確かに水族館構想ということも、これは議員のおっしゃるとおりいい

部分もあろうかと思いますけれども、我が佐渡におきましてはこれらのランニングコスト等々を考えた場

合に、本当にそれがすぐやらなければならないものかどうかということに関しては私自身は疑問を持って

いるところであります。佐渡観光におきましては、特に世界遺産というものを目指しているわけでありま

すし、ジオパークの問題もあります。ジアスの認定も受けたわけであります。さらには、トキふれあい施

設も今度できるわけであります。皆さん方からご承認をいただいた北埠頭の開発もあるわけであります。

このことに力を入れて、まずそこのところから出発をして観光振興につなげていくという考えでございま

して、現段階におきましては水族館をここでつくるということについては考えておりません。

もう一つ、ＰＦＩの問題がございます。これも全部建設費を出して、しかも赤字になった部分も全部企

業がやってくれるというならば、これはもうどうぞどうぞということになるわけでありますけれども、Ｐ

ＦＩというのはそういうものではなくて、当然のことながら後でちくちく、ちくちくその分も返していか

なければならないわけでありまして、当然赤字が生じた場合は行政がそれを負担するというのがＰＦＩで

ございますので、全ておんぶにだっこでやってくれるというならば私はすぐにでもやりたいと思っており

ますけれども、そういう制度ではございませんので、現段階におきましては水族館ということは考えてお

らないということをぜひご理解をいただきたいと思っております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） 市長、声はすごくボリュームのある、張りのある声ですが、あなたが言うておる

ことは一歩一歩後退論です。実際にあなた、赤字になるから、では佐渡の行政で黒字になるのは何がある

のですか。相川病院しかり、両津の北埠頭なんてあんなところへ16億も金かけてやりますが、あれは黒字

になりますか。ならないときには、時の執行部が全部弁償できるのですか。そんなことではないでしょう。

要するに価値観が、将来の佐渡のためにそれがあることによって発展が望めるとか、いい方向にいくとか

というようなものなら私は試行錯誤せねばならぬと、こう思っているのです。水族館なんていうのは、市

長も勉強家ですから、直接現場へ足を運ばれたと聞いておりますので、多少私との食い違いがあっても、
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私が聞いてきたのは、水族館は民がやれば黒字になるけれども、官任せならこれは赤字ですよというのは、

３つ４つの水族館からみんな聞いてきております。でも、それがあるために荒廃しておる今の学校教育の

中で子供たちが非常に情緒的にも、自然の魚の流れ、あるいは動きを見て、そして感動して、そういうす

さんだものの解決ができるし、それから佐渡へ行って海の魚を見たことないというような、私はそんな観

光は願い下げだと思うのです。ですから、もっと具体的に、実は世界遺産が入るものだから、あなたはど

う考えておるのだかわかりませんが、それは相川あたりにつくりたいなんて、それはだめですよとか、そ

ういう具体的なものが出てこなければ、本当に甲斐さんは身を切って汗をかいて努力をしてみようという

ような気持ちはあるのかどうか。そういうところへお互いが向いていってしまうのです。この防衛基地と

いうのはかつて、きょうテレビでたまたま期せずして石破さんと加藤紘一さんが出ましたが、加藤さんが

防衛庁長官、石破さんが政務次官でありました。そのときに私は近藤元次さんと行きまして話を聞きまし

た。聞いたら、いや、こんちゃん、やるなら3,000億の調査費すぐつけてやるよと。そのときと今とはも

う十年一昔ではないけれども、時代の流れはありますけれども、実際のところ本当に言うなら大型の観光

を狙って、あるいは観光立島で生きていこうというのであるなら、私はこれはやっぱりある意味では宿題

として考えておいてもらいたいなと。国へ行くことはちっともいとわぬでしょう。国は、何でもかんでも

持ってこい、いらっしゃいなんていうことは言いません。私らこの海岸道路をつくったのだってそうです。

無ではなくてマイナスから有を生んだのです。だから、それは首長のやっぱり熱意と努力だと思うのと、

それから県営空港、余りさわって市長を苦しめたくもありませんけれども、本当にめどが立ったのですか。

そこまで来ておるのですか。私は、そういうことも暗中模索のような話をやっぱりやっておってはならぬ

と思うのです。ぜひひとつ、ここまではあれだが、あと１つこのボタンがかけ違っておってだめだとかい

うことをやっぱり議会にも素直に話をしてもらいたいのと、もう一つは、議会議員は祝議長を筆頭に何度

だって県へ足を運んだっていいではないですか。これだけ佐渡島民は切実に飛行場を念じておるのだとい

うようなことで、甲斐さん、あなた一人で行ってこいなんていうことは言いません。自費で我々旅費を持

ったって、あなたが行くぞと言えば幾らでも行きます。そのぐらい私は方向の見えないきれいごと、いわ

ゆるプロパガンダを次から次と発しておるようでは甲斐さんらしくないということを私は言いたいので

す。ですから、ぜひひとつそういったことも含めて再考してもらいたい。幾ら言ってもらちが明かぬのな

らしようがありませんが、ぜひそれは話をやってもらいたい。

それと、もう一つは、私が大型空港をお願いするのは専守防衛です。自主防衛です。佐渡島民は、いざ

というときにはどこへ、まさか越佐海峡を競走やって、トライアスロンではあるまい、泳いで早く渡った

者が命が助かるというようなわけでもないでしょうが、そういったことを、やっぱりそれも緒についたは

っきりした動きを私はやってもらう必要があろうかと、こう思っているのですが、議会で盛んにひとつ、

やり手の議長ですから、そんな話をもって話を進めてみたらいかがでしょうか。

それともう一つ、教育長はそこに……

〔「一問一答」と呼ぶ者あり〕

〇９番（大澤祐治郎君） 要らぬお世話だ。おまえたちに答えてくれなんて言うておるわけではあるまい。

言うたってろくな答えができるものでもないのに。黙って聞いておれ。ばかやろう。

では、今の問題で、市長さんは財政的に赤字が膨らむようなものは望まぬと、こう言うておりますが、
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教育長さんは総論としてどう私の話にお考え持っておりますか、お聞かせください。

〇議長（祝 優雄君） これは、大澤議員、水族館のことについてですか。

〇９番（大澤祐治郎君） 水族館です。

〇議長（祝 優雄君） 水族館についてですか。

〇９番（大澤祐治郎君） はい。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林教育長。

〇教育長（小林祐玄君） では、お答えさせていただきます。

今大澤議員のお話の中で政治は夢から始まるという言葉は、私はなるほどなと思って聞かせていただき

ました。ただし、今その水族館の件につきましては市長が答弁したとおりで、今教育委員会は佐渡にある

３つの宝のうちの日本ジオパーク認定というものを、来年４月、それを目標にしてやっておりますので、

その後世界文化遺産になるとかいう、そういう目標もありますので、本当に水族館あればいいのですが、

あればいいということで、実際はなかなか俎上にはのせにくいのかなというような思いであります。ご理

解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） 教育現場の教育長さんがジオパーク、世界遺産などに遠慮して、必要不可欠な品

物です、水族館なんていうのは。そういうものを考えることをした様子もないようだし、課内でそんな話

を詰めたりしたことありますか。私は、今のお答えを聞いておって、ああ、これはだめだなと、こう思っ

ております。それは、市長がうんと言わなければあなたが言いにくいのはわかります。では、市長にお聞

きしますが、ジオパークと世界遺産で佐渡は黒字になって観光は発展、伸びますか。それこそトキがどの

程度観光のお客を運んできましたか。３万は伸びても300万伸びたわけではないでしょう。どうやってこ

の財政破綻に近い佐渡の経済を支えながら市民の夢、希望にあなたは応えていこうとしておるのか。私は、

一例として水族館をお願いしたのですが、しかもＰＦＩです。それも即あなたが銭出すものはほとんどな

いでしょう、今のところ。ですから、それをやってみようかな、検討してみようかな、祝議長にお願いし

てそういったことができるかどうか検討してみようかなというような話があってくれてもありがたいし、

しかるべきだと思っておるのですが、そういったさわりは全然だめですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） お答えをいたします。

私が先ほど申し上げましたのは、まず先にちょっとお答えしますけれども、空港の問題で、私は１つの

目標と時間を定めて、それに到達するまでにはどういう方向でやっていくかということで今やっておりま

す。その際に市議会の皆様方にお願いするときにはお願いをいたします。今の段階では私が今やっている

段階ですので、そういう意味で怠けているわけでも何でもないということだけはご理解をいただきたいし、

皆さん方からのご協力もいただかなければならないわけでありますから。そういう事態になったらお願い

をいたしますので、よろしく申し上げます。
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それから、水族館の問題でありますけれども、今議員がおっしゃるように、私は先ほど答弁申し上げま

したけれども、今佐渡でやっていかなければならないものは何だかというと、オンリーワンのものを考え

ております。それがいわゆるジオパークであり、世界遺産。新潟県で世界遺産というのは最初なのであり

ます。ジオパークは、糸魚川と佐渡しかないわけです、これを何とか物にしていかなければならない。し

かも、トキは佐渡しかいない。これは、分散飼育はやっていますけれども、飛んでいるのは佐渡にしかい

ない。これを何とか活用していくという、このことでまず出発をしていかなければならない。そこのとこ

ろに水族館が出てきたり、あるいは航空自衛隊が出てくるということではなくて、私はそういうことを言

っているのであって、それともう一つは私自身も新潟市と話をしましたし、上越市とも話しております。

それから、ＰＦＩの話もちゃんと企業等々もいろんな話をしているのですが、確かにすぐストレートに佐

渡市が金を出すということよりは有利だということはわかりますけれども、そういう判断をした場合に今

時点で水族館にすぐに取りかかるということはやりませんということを申し上げているわけであります。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） 市長は、段階的に踏み上がって実績をつくりたいというお考えのようですが、で

はスパンをつくってこれはこれまで、これはこれまでと１つ区切りを出していきたいとあなたは、今の話

ではそのように伺いましたが、では飛行場はいつ許可をとるのですか。いつまでに答えを出せるのですか。

大事なことをほったらかされると、それこそ黙っておけぬぐらい私はかんしゃく持ちだから、これはやっ

ぱりできることとできぬことがあります。第一土地収用法で入ってこないものが、どうやってその事業の

スパンのめどを立てられますか。

それから、もう一つ、ジオパークも、それこそ世界遺産も国策でしょう。文部科学省からあっせんして

もらってやっておるか、今総務省か知りませんが、しかし佐渡の独自発想から生まれた事業ではないでは

ないですか。そういうことでそれもやっておる、これもやっておると。では、そこへ回す予算というのは

どこから持ってくるのですか。一般会計から補填せねばならぬ事業ばかりでしょう。そういったことも考

えて、その予算に耐え得るだけの客体というものはどんどん、どんどん減ってしまっているのです。佐渡

の人口は、もうとめどなく減っているでしょう。四、五年の間に10億も税収が引っ込んでいくような佐渡

市に何を多く期待できるでしょうか。私は、そういうことを、一方的に１つだけを突き詰めていくのも１

つの政治かもしれませんが、総花的な政治をやれと言うておるわけではありません。私がマリンピアへ行

って話していたときの１つの笑い話を言います。七夕になると、水中に短冊をつるして、そしてアクアラ

ングを背負ったダイバーが入って写真をたくさん撮って、そして全国に流すというけれども、そんな宣伝

がどこで生きておりますか。それは、佐渡の観光資源として売り出す大事な一つの宝だと私は思っており

ますけれども、水族館があって、水族館へ入っていったらコブダイが我々を迎えに出るというぐらいの自

然のすばらしさというようなものをやっぱり考えてもらいたい。ぜひ考えて。この中にいる人たちは、そ

んな赤字になるようなものは最初からやるなと言う。それだったら相川病院もやめましょう。それから、

佐渡汽船にあなた方は、ある先生の話を聞くと相当な投資を佐渡市はやった。15年たったら船がまた耐用

年数が来た。その金をまた佐渡市がつくって応援をするのですか。そんな状況下にあるのです。ですから、

１つから物を生むのではなくて、これというような目玉をつくっておいて、そこから収益が上げられるか、
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上がるかというようなことを考えなければなりませんし、相川というところは、これは観光で生きてきた

ところですから、もう全く体力はありません。だから、体力がないから、そんな世界遺産つくろうとジオ

パークやろうと一部の人が喜ぶだけで、相川町民全体が潤えるような、あるいは佐渡市民全体が潤えるよ

うな、そういう事業には私は、そんなこと言うと申しわけありませんが、努力していることに水を差すよ

うですが、絶対に赤字が生まれると思っております。思われて当たり前なのです、そんなもの。文化や芸

術や学問が黒字で近江商人が金もうけしたというようなことは、これは逆にナンセンスですから。赤字で

もそれが将来の子供の教育につながったり佐渡の宣伝につながるというなら、私は時と場合によってはや

ったらいいのではないかと。ＰＦＩなんて今ほど申し上げたのも30年間佐渡市は銭を出さなくていいので

すから。だから、そういうことで考えてみたらどうです。頭から考える気持ちはありません、赤字を出す

ことが見えておりますなんて、そんなことを言うならあなたが出しているマニフェストで黒字になって島

民の収益になるものを具体的に並べてください。何にもないでしょう。そういうことでは私はやっぱり政

治というものは市民は納得してくれないと思うのです。ああいうことを甲斐市長は言うたけれども、確か

にこれは考える必要がまずあるなというようなことと、私が無理難題にイージス艦を持ってこいなんて言

うのも、これは１つは佐渡にあの基地が備われば100人の３交代、その人たちがそこで生活を始めるので

す。そういうものが佐渡へ落ちる銭になるのです。ですから、そういったものを総合的に吸い上げて、佐

渡の将来の発展を考えていってもらいたいなと、こう思っておるのですが、全然考える余地ありませんか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） お答えいたします。

全然考える気がないかという質問になってくると私も困るのでありますけれども、今やるべきこととい

うのは、確かに世界遺産というものもありますし、ジオパークというものもあります。あるいは、北埠頭

の問題もあったり、あるいはトキのふれあい施設というものもある。せっかくこれをつくって佐渡の活性

化をやろうとして今一生懸命やっているわけでありますし、なるべく黒字になるように頑張っていかなけ

ればならないわけでありますから、それをまず最初にやらなければだめなのだ。そこのところにぽっと水

族館が入ってくるということは、現段階では考えられませんということを言っているのでありまして。そ

れともう一つ、水族館について私もいろいろ新潟市なり上越市の人たちと検討している。していますけれ

ども、今の状況だとどうも難しいというのは彼ら自身がそう言っているわけでありますので、そういうこ

とを考えているということでございます。

それから、空港の問題につきましては一つの目標を定めていく、これは佐渡市としては同意をとるとい

うことが大きな目標でございますので、これに向けて頑張っております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） 言うてみても、やる気のない人にそんなことを言うことは私はこれでやめます。

しかし、甲斐さんはいずれ後悔します。甲斐さんの目玉政治の中にインパクトのある施設、あるいはこれ

ならそうつながるかというようなものはジオパークだ、トキだなんて言っていますけれども、そんなもの、

そう言うとおしかりを受けますが、そんなもの佐渡が死活問題で生きていくことには全くもって価値がな
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いとは言いませんが、それはお備えの昆布と同じだと私は思っております。ぜひひとつこれはしつこくや

っていかなければ、そんなものをおお、待っておった、来いなんて言ってくれる政府ではありません。政

府自身があれだけの莫大な借金を持っておるのですから。ですから、甲斐さんもやがて下手をすれば再建

団体になるかもわからぬ厳しい財政を抱えながら、ぜひひとつＰＦＩで使えるものなら民を使って、そう

いうことでやりますというようなこと、そういう知恵が出てくるかと思ったら全然出てきません。だから、

私はこれで置きますけれども、こういう話は単なるお茶を濁すというようなことで私は済ませてはならぬ

と思っておるのです。

それと、もう一つ最後に、人の命は地球より重いということで伺います。イージス艦も喫水が８メート

ルぐらい最低欲しいと、こういうことで、私は友達に頼んであそこを全部、横浜の海上自衛隊幕僚長が来

て実際に水深、それからバースのぐあいはどうとか調べていきました。そのときに、やれますが、島民が

本気になるかならぬか、こういうことです。私らも新潟の東港で新潟がうんと言わぬので、困っておりま

すと、そういうことを言われていきました。だから、可能性が全くないとは私は思っておりません。それ

から、お国から審議官を派遣してもらっておるでしょう。そういったことは全く不可能なのか。可能でな

いというならそんな高給取りの審議官を佐渡へ連れてくる必要ない。そういったことをいろいろ申し上げ

てみましたけれども、トカラ列島の何島でしたか、議会が議決をして基地誘致をお願いしておる島があり

ます。市長、今度行ったらそこを訪問してみてください。そのぐらい世の中今地方財政はもう破綻してし

まってどうもならぬようになっております。ですが、そういう企業があるために助かっている自治体もあ

ります。対馬なんていうのはもう赤字再建団体も甚だしいところへきておりますが、国の防人ということ

で航空自衛隊、陸上自衛隊、海上自衛隊がいるために対馬は辛うじて島の面目を保っております。しかし、

苦しさには勝てないでどんどん自分の土地を朝鮮に売買しておるという。３分の１は朝鮮に買い取られた

という話をしております。佐渡もやがてその二の舞にならないように、ぜひひとつ佐渡島民が安心して、

そしてやっぱり甲斐さんだったというような話にしてもらいたい。自民党の総理候補ではないが、１年置

きにころころかわるような総理であってもらっても困る。全て原点は夢から始まって政治は出発し、隗よ

り始めていい政治をやることができるのです。そういったことでひとつ研究をお願いいたしたい。

最後に、１点だけお聞きしておきますが、土地収用法と時限を切ってあなたの目標の中で飛行場の100％

の同意を得ることはそこへぶら下がっておるのだということを言わんとしておるようですが、そのことは

事実ですか。それを確かめて私の質問を終わります。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） 大澤議員のご提案につきましては私自身も重く受けとめまして、これからまた研究

材料としていきたいと思っております。

それから、空港2,000メートル化の問題につきましては、あれは県営空港でございます。佐渡市がやら

なければならないことは同意をとることであります。同意をとったら知事に、さて、やってくれというこ

とで、これは県の責任でありますから、そういう意味で今進めているところであります。

〇議長（祝 優雄君） 以上で大澤祐治郎君の一般質問は終わりました。

ここで、休憩します。
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午前１１時００分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（祝 優雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

大森幸平君の一般質問を許します。

大森幸平君。

〔６番 大森幸平君登壇〕

〇６番（大森幸平君） 無会派の大森幸平です。冒頭、９月５日、学校教育課庶務係の本間朋子さんが第２

子出生後急死されました。同じ年ごろの娘を持つ親として心からお悔やみを申し上げます。安らかにお眠

りください。

それでは、通告に従い、一般質問を行います。今後の支所、行政サービスセンターの業務についてお伺

いいたします。佐渡市合併以降地域間格差が生まれ、行政サービスの低下や商店街の寂れ、限界集落すら

散見されます。きめ細かな行政サービスが受けられない、支所へ行っても本庁へ伝えますで何ひとつ解決

ができない、行政が遠くなってしまった、合併しても何もいいことはなかった、これが一般市民の大半の

声であります。この問題をどう解決すればいいのか。私は、地域活性化については地元の商工会やＪＡそ

の他の諸団体の人たちが中心になり、知恵を出し合い、真剣に取り組んでいくことが大切であり、そのた

めのシステムをつくらなければならない、その中で行政の果たす役割は最も大切であると地域集会、街頭

演説会等で訴えてまいりました。市長は６月の議会で、地域活力の維持には支所、行政サービスセンター

が地域の拠点となって地域を支える役割を担う必要がある、本庁を小さくしたのが支所、行政サービスセ

ンターではなく、本庁機能と支所、行政サービスセンターの機能はおのずと違うという視点に立ちながら

このことを検証し、地域活動を支援する拠点として出先機関のあり方について検討するとおっしゃいまし

た。今後の支所、行政サービスセンターの業務をどのようにするのか。業務の内容、人員配置、予算規模

等についてお伺いします。

また、第２次行政改革大綱実施計画書、いわゆる集中改革プランによると、平成26年度には支所を廃止

し、行政サービスセンターを４カ所、連絡所を８カ所とするとホームページに記載されていますが、その

計画と現在の市長の考え方との整合性はあるのでしょうか、伺います。

本庁、支所等の適正な人員配置についてお伺いいたします。行政改革の名のもとで、いついつまでに職

員数を減らすという計画が先行的に言われていますが、現在でも特定の課、係、職員に偏りが顕著と思わ

れます。管理職による仕事の把握はもちろんのこと、業務の精査も必要ですし、適材適所に職員を配置す

ることが必要と考えます。また、このことにより住民サービスが著しく低下してはならないと考えますが、

市長の見解をお伺いします。

メンタルヘルスによる休職者についてお伺いいたします。８月１日現在の休職者数は、本庁３人、本庁

以外３人、計６人と資料請求の結果報告をされました。１つ、休職者が出た主たる原因は何だとお考えで

すか。２つ、休職者のいる職場の対応策はどうしていますか。２点についてお伺いをいたします。

本庁、支所等の勤務時間掌握はどのようにしていますか、お伺いいたします。労働基準法によれば、労

働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業、終業時刻を確認し、これを記録することとあ
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るが、佐渡市はどのような方法でこれを実施していますか。

時間外労働の削減と必要な予算の確保の観点でお伺いをいたします。平成23年度の時間外労働の本庁、

支所等の実績はどうなっておるのでしょうか。その実績に対して今年度の市の方針はどうなっているのか

お伺いをいたします。

２つ目に、賃金不払い残業是正という観点を考慮した人事考課の実施。賃金不払い残業を行った労働者

もこれを許した現場責任者も評価しない等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行う

とともに、こうした人事労務管理を現場レベルで徹底することも重要であると厚生労働省労働基準局、都

道府県労働局、労働基準監督署が賃金不払残業の解消を図るために講ずるべき措置等に関する指針の中に

明記をして指導しております。このことについてどう思われますか、見解をお伺いいたします。

冷房問題についてお伺いいたします。ことしは本当に暑いです。９月になってもきのうまで大変暑かっ

たです。全国でも節電が求められている今日、多くの企業や家庭でエアコン温度を高目にするという取り

組みが定着をしてきています。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つように定めている

ことは余り知られていません。厚生労働省は、節電に取り組む際も熱中症の予防に気をつけてと呼びかけ

ています。同法の事務所衛生基準規則では、事業者は室温を17度以上28度以下になるよう努めなければな

らないと明記されておりますが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされております。だが、空調がオフ

ィスの消費電力に占める割合は５割近い。厚生労働省は、５月、節電期間中は29度まで上げてもいたし方

ないとの見解をまとめましたが、企業から規則違反になるのではないかとの問い合わせが続出したそうで

あります。結局同省は違反と認めた上で、まずは28度とするよう努める、29度に引き上げる場合も熱中症

予防対策を講じるという対応が必要だとし、６月に経団連や経済団体、全国の労働局に通知をいたしまし

た。しかし、実際現場で熱中症患者が出れば再発防止策を提出し、それが良と認定されなければ労働者を

働かせることはできません。その例として、建設現場で２時間ごとに15分冷房のきいたところへ集めて休

憩をさせなさいと命じられた例が佐渡にもあるそうであります。本庁、支所、行政サービスセンターや教

育現場等の佐渡市の実態についてお伺いをいたします。

次に、佐渡地域医療連携ネットワークシステムについてお伺いをいたします。私は、糖尿病、高血圧、

痛風、緑内障等多くの成人病を抱えております。ある先生に成人病の宝庫ですよ、20年早いです、体重、

食事療法等きちんと管理をしないと大変なことになりますよと40代のころに言われました。それ以来、ど

こかの病院の皆様のおかげで現在生活をしておりますが、大体毎月どこかの病院で血液検査等でお世話に

なっております。この間、二、三日前に血液検査をしたばかりなのに病院が変わるとまた血液検査。しか

も、私は見たとおり大分太っております。ぎゅっと締めても血管が出ません。それで１回ぶすっと刺され

て、ごめんなさいと刺し直しをされた経験もいっぱいしております。佐渡病院が建てかえられ、電子カル

テが導入をされました。これがこのシステムを全ての病院で導入し、ネットワークで接続し、自分の病歴

等がどこでもわかるようになれば痛い思いをすることも少なくなると思いました。しかし、いろいろ調査

すると、このシステムの導入には多額のお金がかかる、全ての病院に普及させることは不可能に近いこと

だと知りました。何かいい方法はないものかと調べたところ、佐渡市が既設のシステムからデータを吸い

上げる形で医療連携ネットワークを検討していることがわかりました。そこで、佐渡地域医療連携ネット

ワークシステムの、１つ、システムの内容について、２つ目、進捗状況について、現状考えられる問題点
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は何かについてお伺いをいたします。

次に、インフルエンザ予防注射の補助金問題についてお伺いをします。今年度国民健康保険税が１人

7,511円の大幅値上げがされ、１人当たり８万5,892円となりました。さらに、平成27年度までに１人当た

り11万1,000円まで引き上げる方針であります。多くの住民から、これだけ大幅値上げをするのに我々に

何かいいことがあるのか、せめてインフルエンザの補助金対象となっていない60歳から64歳までの我々に

補助金を出せとの強い要望がありました。予防接種を受ければ医療費の軽減につながることを考慮すれば、

ぜひ実施すべきと考えます。佐渡市の見解をお伺いいたします。

大震災から住民をどう守るのか。3.11東北大震災、宮城県南三陸町の職員、遠藤未希さん、防災放送の

アナウンサーとして町の防災会館が津波に遭う瞬間まで「大きな津波が来ます。高台に上がってください」

と市民に避難を訴え続けました。彼女の責任感に満ちた行動でたくさんの人が救われたのだと思います。

彼女のほかにも地元の消防団員や警察の方で市民に最後まで避難を呼びかけて殉職された方がたくさんお

られます。ただただご冥福をお祈りいたします。3.11以降、防災に対する考え方を変えなければなりませ

ん。大災害は、いつ起こっても不思議ではありません。そういう前提で物事に対処していかなければなら

ないと考えます。そこで、島内の実態を見たとき、老人福祉施設及び保育園等は津波等に対して非常に危

険な立地条件のところが多くあると思います。市長は、早く知らせて早く逃げる、その体制を確立すると

述べていますが、入所者を置いて職員が真っ先に逃げられるわけはなく、多くの犠牲者が出る可能性があ

ります。このことについて、まず市長の見解をお伺いします。また、市としての対策はどうなっているの

か、実態をお伺いいたします。

２つ目として、大震災の場合、住民の被害を出さないということは言うまでもありませんが、佐渡の立

地条件、離島ということを考えると電気の確保が重要であります。電気がとまれば多くのインフラは停止

します。そのためには油の確保が大変重要になります。羽吉の供給施設が崩壊するような津波等が起こる

とすれば現状のままで十分なのか、市の見解をお伺いいたします。

これで１回目の質問を終わります。

〇議長（祝 優雄君） 大森幸平君の一般質問に対する答弁を許します。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） それでは、大森議員の質問にお答えをさせていただきます。

支所、行政サービスセンターの業務内容についてのお問い合わせでございますが、私は６月議会でも答

弁をさせていただいた、それと少しも変わっておりません。つまり支所、行政サービスセンターというの

は、いわゆる本庁機能を小さくしたものではなく、過疎が進んでいる中で住民のよりどころであり、なお

かつそれぞれ地域の拠点となって地域を支える地域の活性化の役割を担うためのものであるということに

は変わりはございません。このことをベースといたしまして、ただ私一人ではなくて民間の方々のいろん

なご意見も聞いていきます、こういうこともお約束を申し上げたわけでありまして、そういう観点から庁

内の委員会と連携をいたしました行財政の改革の官民協働員会というものを立ち上げさせていただき、そ

の委員会の中で特に重点項目として支所、行政サービスセンターのあり方を現在詰めを行っているところ

でございます。したがいまして、それらの結果を参考にしながら、当初の方針に基づきまして職員や予算
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の配分等を考えていく考えでございます。したがいまして、佐渡の場合は広大な面積があるわけでござい

まして、あるいはいろんな周辺部にも住んでおられる方がいっぱいいらっしゃるわけでございます。そう

いう方々が安全で安心で暮らせる、しかも活力がある地域づくりということをやっていかなければならな

いわけでありますので、将来ビジョンとか財政計画の見直しとあわせながら進めてまいりたいと思ってお

ります。私は、４月の18日から市長として着任をいたしたわけでありまして、過去がどうであろうとも私

の方針、その方針でやってまいりたいと思っております。したがいまして、今どこどこの行政サービスセ

ンターが何人で、どこどこの支所が何人で予算がどのぐらいだということはお答えを申し上げる段階では

ございません。もう少しお待ちをいただきたいというふうに考えております。いずれにいたしましても適

材適所の職員配置をやってまいるということでございます。

それから、メンタルヘルスの問題でありますが、職員がメンタルヘルスで休養しているということもご

ざいます。その要因といたしましては、家庭の問題とか、あるいは仕事の問題とか、あるいは体調の問題

とか、あるいは合併に伴います人間関係等、いろんな要因があるのではないかなというふうには考えてお

ります。しかしながら、これがこうだという原因の特定というのは大変難しい問題があるわけであります。

したがいまして、１人で仕事をするわけではございません。１つのグループ、組織として仕事をしている

わけでありまして、当然その上司、部下がいるわけでございますので、そこの中で話し合いをしながら、

１人で悩まずにみんなで助け合って解決をしていくという体制をとっていかなければならない。これは、

今後とも重点的に取り組んでまいりたいと思っております。

また、賃金の不払い残業、いわゆるサービス残業というものだと思いますけれども、基本的には超過勤

務というものは事前命令というものが大原則でございます。したがいまして、管理職による職員の労働時

間の適正な管理を徹底すること、これはもう何としても大事なことでありますし、しかも人事の労務管理

の観点からサービス残業がいいのだとか、そういうような風潮がややもするとある。そういう中において、

そうではない、残業をしなければならないときは手続をとってやっていくということ、そしてとてもとて

も１人で解決できなかったらチームで解決をするということについて、これから徹底的にしていきたいと

思っていますし、そのことによってそういうことを許している管理職が上へ行くような、こういう風潮と

いうのは絶対にあってはならないわけでありますので、そういう意味では管理職のチェックといいますか、

そういうことについては目を光らせていきたいと思っております。具体的に何人であるかとか、どういう

対策ということについては総務課長から説明をさせます。

それから、冷房の問題でありますけれども、私どもの庁舎等の冷房につきましては法令で規定をされて

おるところの気温28度以上になったときには冷房を入れるようにいたしておりますので、今のところ熱中

症が出るとかというような、そういう障害は出ておりません。なお、小中学校につきましては教育委員会

から説明を申し上げます。

それから、医療連携ネットワークであります。ぜひ大森議員におかれましてもお体に十分気をつけてい

ただきたいと思っております。地域医療連携ネットワークシステムは、運営主体となるところの医療機関

等で構成をされます佐渡地域医療連携推進協議会で今検討を始めたところでございます。今議員からもお

話ございましたが、診療費の軽減、あるいは患者さんの軽減、さらにはそのことを通じて病院の体質の改

革、医師の確保等々に結びつくものである。したがいまして、この内容につきましては電子カルテを必須
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としない、患者の診療情報等を医療機関等が共有をしていく、同じ検査を２度やらずとも済むように、こ

ういうことで始めたものでございまして、現段階におきましてはいわゆる新たな取り組みということで聞

いております。現在25年４月の基本システムの稼働を目指してシステムを今構築中でございます。全シス

テムの稼働は26年の４月ということを予定をいたしているというふうに聞いております。問題点といたし

ましては、システムの運営に当たりまして費用がかかるということがやっぱり一番大きな問題であります。

しかしながら、冒頭申し上げましたようにそういう大きな利点があるわけでありますので、それぞれ医療

機関、介護施設等々薬局も含めまして、そういう方々からご理解をいただきながら、自分たちで自主的に

運営をするのだというのが大原則でございますので、現段階ではこの参加状況が一番の問題になっている

というふうに聞いております。したがいまして、現在目標値に対しまして７割の段階まできているという

ことでございますが、ご努力をいただいて全ての機関がここに加入することによって自主運営が可能であ

るというふうに考えているところであります。

次に、インフルエンザの予防接種の補助でございます。インフルエンザの予防接種の補助につきまして

は、市では65歳以上の方と中学生以下の子供に対しまして接種費用を助成いたしているのが今の現状でご

ざいます。その趣旨は、65歳以上の方にありましては、予防接種法の定期接種に位置づけられているとい

うことでございまして、法の趣旨に沿って助成をいたしているものでございます。それから、中学生以下

の子供にありましては法に定めのない任意の接種でございますけれども、集団生活による蔓延防止、さら

には保護者の子育て支援のために独自に助成をいたしているものでございます。したがいまして、いわゆ

る法的な根拠に基づき、そういう視点で今行っているわけでございますので、ご質問の60歳から64歳まで

の方の助成については考えておりません。

次に、大震災から住民をどう守るのかと。特に弱者と言われる子供たち、保育園、さらにはお年寄りの

方々の老人施設等における災害が発生した場合の対応というのは、ほんとに健常者に比べまして大事なこ

とでありますから、この場合とにかく日ごろの訓練というものが絶対に必要であるというふうに考えてお

ります。現段階におきまして、いわゆる災害が起きたことを想定をいたしました対応マニュアルを整備い

たしておりますし、聞くところによりますと災害に対する訓練、地震、津波、自然災害、そして火災、こ

れらの３つの区分におきまして、避難訓練を実施をいたしておりまして、平均１施設年に11回訓練を行っ

ているということでございます。したがいまして、今回皆さん方から、議員からお認めをいただきました

避難路の整備、避難体制の整備、これらとあわせながらさらに万全なものを、そして訓練体制を強化をし

ていく、そういうことでございます。

それから、電力の問題でございます。島内の電力につきましては、本土の電力系統とは連携していない、

いわゆる単独系統でございます、佐渡の場合。したがいまして、東北電力では災害時で燃料供給ができな

いことを想定をいたしまして、１カ月以上運転できる分の重油を備蓄をしてございます。さらに、両津及

び相川の両方の施設で燃料の受け入れが可能となっておりますので、万が一片方の施設が受け入れ不能と

なった場合でも１カ月以上の備蓄があり、なおかつもう一方で受け入れができるということでございます

ので、電力の心配というのは現段階ではないというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 小林教育長。
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〇教育長（小林祐玄君） それでは、小中学校における冷房問題でございますが、基本的には28度を基準に

しております。ただし、小中学校では職員室、それから保健室等に冷房がありまして、普通の教室には冷

房がございませんので、ふだん児童生徒が登校しているときには、例えば児童生徒が教室で授業している

ときに職員室の冷房をつけるとか、それから放課後子供たちが帰った後につけるとか、夏休み中は子供の

授業日でありませんので、そのときつけるとかでありまして、ほかの事業所とは多少条件が異なるのです

が、工夫しながら涼しくしてやっております。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） それでは、メンタルヘルスと超過勤務時間の関係で補足をさせていただきま

す。

市長も先ほど申し上げましたが、休職者がいる職場での対応といたしましては、基本的には係、あるい

は課単位で業務分担の見直しによりまして、残った職員でカバーをいたしております。

それから、勤務時間の把握につきましてはタイムカードを導入しているところではその記録により、そ

れから出勤簿を使用してしているところでは管理職がその確認、掌握をいたしております。また、平成23年

度の超勤の実績でございますが、本庁が支給人数445人で約２万7,000時間、支所及び行政サービスセンタ

ーが135人で約4,000時間となっております。今後につきましては、今までどおりノー残業デーの実施、週

休日の振替、出勤時間の調整等を行いながら、対前年比でございますけれども、５％削減を目標に努力を

いたしております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 大森幸平君の質問を許します。

〇６番（大森幸平君） 支所、行政サービスセンターの関係でございますが、畑野で市長と語る会というこ

とで畑野の住民七十数人が集まった中で、このことについてももう少し突っ込んだ市長の答弁があり、住

民の皆さんはぜひその方向でやっていただきたいということを強く要望をされておりました。そういった

形で検討を早目に進めると同時に、やはり独自予算というものはぜひとも持たせていただきたい。いわゆ

る市長がおっしゃっておる前例主義を打破し、現場主義、スピード感を持ち、知恵を持った施策を打ち出

し、市民目線で対応する、こういう方針で今やられているということは聞いておりますが、そういった意

味からしてもやはりスピード感を持って地域の住民の要望に応えていく、こういう観点からしてもぜひ独

自予算についてはつけていただきたい、このことをまず１点ご要望いたします。

それと同時に、かつて支所、行政サービスセンター等に1,000万とか500万とか予算があったそうであり

ますが、主管課との絡みで実質使えなかったということを聞いております。予算をつけるにしても独自の

判断で、それぞれ出先で使える、こういう体制をしっかりと確立をしていただきたい。まず、このことに

ついて市長の見解をお願いいたします。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） お答えします。

今この場で幾ら幾らということは申し上げられないというのはさっき答弁を申し上げたところでありま
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す。いかにお金があったとしても、親の許可を得て使うのでは何にもならぬわけでございますので、やっ

ぱり自分で考えて自分で使うというのが本当のお金の使い道ではないかなと思っていますので、そういう

視点でやります。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） それでは、いわゆる休職者の関係でございますが、いわゆる業務の割り振り等の見

直しということでやっておるというふうに今お聞きをいたしたわけでありますが、臨時職員等の配置はど

うなっているのでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 原則といたしましては、その職場の中でということでお願いしておりまして、

臨時職員はどうしても臨時職員で対応しなければいけないという場合には、そういう形で対応したときも

ございます。そういうところもございますが、原則は減員ということでお願いいたしております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） いわゆる働けない人が出て、休んで回復をしなければならぬ、これは仕方がないこ

とでありますが、その後の職場の体制はやはりきちんとした形で対応していただかないと、いろいろな職

場に私は現在ひずみが来ているのではないかというふうに受けとめております。そういった意味では、き

ちんとした、臨時職員で対応できるところについてはやはり臨時職員等を配置をして手だてをしないと、

職場の実態はかなり厳しいところがあるのではないかというふうに聞いている職場もございますが、その

辺については、総務課長、把握をしておられるでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 各課からの要望は、それぞれ聞いております。しかしながら、今議員おっし

ゃいますように、職員が休みました、臨時職員でということになりますとちょっと、言い方は申しわけご

ざいませんが、臨時職員でも対応できるような業務しかやっていないというような形になってしまいます。

ところが、市の職員はそういうわけでございません。一人一人それだけの業務を抱え、内容あるものをや

っております。そのために臨時職員で応援ができないというのは、それだけの仕事をしているものですか

ら、そっくりそのまんま当てがうわけにいきません。そのためにまずは業務の見直しをかけまして、そし

て１人分抜けたらその人が持っていた業務を係の中、あるいは課の中で分散しまして正規職員が持ってい

く。それでプールしてやってみるけれども、どうしても量的にできないと、マンパワーが要るという場合、

どうしようもない場合には臨時職員をお願いしまして、軽微な部分、そこのところを臨時職員でお願いす

るということで、１人抜けたからイコールそのまま臨時を１人当てがうという形は考えておりません。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 臨時職員で全て仕事ができるとは私は思っていませんが。しかし、そうはいっても
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こういう休まれる方というのは恐らく長期に休んでおられると思うのです。そういう観点から見れば、仕

事の割り振りによって分担の変更によって切り抜けようとしても、その職場にかかわる職員の負担という

ものは非常に重くなってくるはずであります。そういったことから、非常に仕事の偏り等が出ているとい

うふうに私も職員から聞いておりますが、そういったことがさらに休まなければならぬ人をつくり出す温

床にはなっていないのか、そういう観点から見る必要がありますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 確かに議員がおっしゃるような面が発生するような部署もあるようでござい

ます。偏りという中では、どの職場でもそれはあると思っております。人について回る場合もありますし、

それから業務がふえているような場合もございます。したがいまして、原則は議員ご存じのように職員削

減中でございます。そういう状況の中で、ことしは例えば今の人員で課が動く、その中の１名なり２名な

りが欠けたという、ところが来年になればまた減る可能性が強いわけです。そういう中からいけば、今業

務を見直すと、この際業務を見直すということも必要かと思っておりますので、そういう中で職員には努

力していただいております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 業務を見直して業務量を削減する、それが実際にできればそれにこしたことはござ

いませんが、いろいろな県からの報告物の調査とか、そういったものが頻差に来る。そういう実態の中で、

職員は住民サービスに貢献するのではなくてそういうところの報告物をつくる、そういう仕事にかなり追

われているというふうに聞いておりますが、そういった実態はありませんか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 調査物等が出るのは、年間通してという職場は少ないと思っております。時

期的にそういうときが確かにあろうかと思います。年度がわりとか、そういうときに多々調査物が固まる

とか。それから、同じ調査物といいましても各課によって時期と、それから量が違っておりますので、一

概には言えないかと思っておりますが。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） いずれにいたしましても病気で休まれる、そういう方が、それは1,000人もおる中

ですから、５人や６人、それは出て仕方がないことだと思いますが、そういった人たちをいかに早く職場

に復帰をさせてまた頑張っていただく、そういう環境をつくるためにも、やはり仕事の中身を管理職の皆

さん自身がしっかりと把握をして、業務を減らせるものは減らす、そういう方向であるそうですから、そ

ういったことできっちりとやっていただきたい。そして、やはり適材適所に職員を配置して仕事がスムー

ズにいくように頑張っていただきたいということをご要望いたしまして、この件については終わりにさせ

ていただきます。

続きまして、始業、終業時刻の把握の件でございますけれども、タイムカードがあるところはタイムカ
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ード、勤務表があるところは勤務表で管理者が把握をされているというふうに今答弁がございました。し

かし、誰もが客観的に見て記録が確認できる、そういう方法で管理することが非常に望ましいと私は思っ

ております。そういった意味で、佐渡市の場合は個人にパソコンが貸与されております。そういったこと

で大半がそのパソコンで仕事をされているというふうに思っておるわけでありますが、そういったパソコ

ンの電源のオン、オフ、これのログをしっかりととって、職員が何時に電源を入れ、何時に電源を切った

かと、こういう記録を残すことも客観的な観点から見れば必要だというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。これをやるについては、ほとんどお金がかからないはずなのです。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 議員のおっしゃることはよくわかりますが、実際には記録は残っております。

管理しているのは、私のところではなくて地域振興課のほうで管理しておりますけれども、話を聞いて個

人別にログを管理とおっしゃいますけれども、それを管理するため膨大な時間と、それからログを引っ張

り出して職員を課ごとに分けるとか、何かいろんな作業があってそう簡単にはいかないようなのです。実

際問題、問題が発生したときには利用させてもらっているときもあるのです。それは、特定の人間、ごく

少数の人間を特定をして追いかけるという作業ですので、その時間も比較的少ないというような状況の中

で確認作業をすることはできますけれども、1,300人おる全職員を、そのうちパソコンが渡っているのが

1,000人弱なのでしょうけれども、それを全部日々、毎月管理するということはちょっと不可能に近いと

思っております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 非常に時間がかかる云々ということを言われますが、やはり客観的な立場で管理を

しなさいというふうにうたわれているわけでございますから、やり方によってそんなに時間がかかるわけ

ではないはずですし、そういうやり方もあるはずでございます。現に昔私が勤めていた職場では、きちん

とそういう感じで管理をされておりました。いわゆるサーバー管理者というのがあるシステムを講じるこ

とによって自動的に恐らくとってこれるという、そういうシステムになっていたはずでございますが、そ

ういったことをもう少し研究していいただきたいと思いますが、いかがですか。

〇議長（祝 優雄君） 計良地域振興課長。

〇地域振興課長（計良孝晴君） お答えいたします。

パソコンの電源オフ、オンの関係でございますが、私たちの管理しているパソコンといたしましては、

市の業務の中で各種システムをサーバー、ネットワークにアクセスというところについてパソコンの使用

の上のアクセスを確認をしておるところでございます。先ほど総務課長からも答弁がございましたが、技

術的には可能な部分がございますが、今現在オン、オフについては記録を収集しておりません。また、総

務課で管理しております出退表、勤怠システムというのがありますので、出退については勤怠システムで

確認できるものと認識しています。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。
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大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 余りそういうふうに言われますと、公平的な立場で記録をとると困ることがあると

いうふうに受けとめざるを得ないのですが、そういうことはないですよね。

では、ちょっと観点を変えて質問いたします。職場の中では残務整理と称して何かやられている方がお

る。あるいは、時間外労働ではないのか何かわからぬけれども、仕事をしても時間外労働をつけないで帰

る人もかなりおるというような実態があるということをお聞きをしておるのですが、まず残務整理で仕事

というのはどういう意味なのですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） まず、残務整理でございます。職員が勤務時間は仕事をしています。退庁時

間になります。しかしながら、自分があと少しやればこの業務はけりがつくとか、あるいはもう少しあし

たのために事前にここら辺を調べておきたいというような形の中で、自分のほうから自ら進んで、退庁時

間になっても退庁しないで業務を継続するというような形をとる場合が残務整理でございます。確かに議

員おっしゃるように、退庁時間を過ぎても残っておられる職員はいるようです。しかし、本来の超過勤務

時間というものにつきましては、これは管理職のほうからの職務命令でございますので、事前に何時から

何時まで何をしなさいということが発せられます。その場合が超過勤務手当の対象になってございまして、

あとは本人の都合で残る場合とか、そういうものについては、あるいは本人が業務をしても超勤をつけな

いという場合もあるようでございますが、そこら辺は私どもとしましては退庁時間になったら帰りなさい、

それからやるべき仕事があるのであれば、あらかじめ自らきちんと上司に申し出て、上司のほうから命令

をもらってから超勤に入るようにという指導はいたしております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 仕事を整理するために、１日の仕事を整理するために個人が勝手にやっているのだ

と、そういう言い方にとれるわけですけれども、そういうことを管理者は許すという風潮になっているの

ですか。それ私は不思議でならぬのです。一般的にいえばそれも仕事ですよね。それは、いろいろな仕事

の中でありますから、その日のうちに整理をつけたい、そういうものについては管理者に申し出て時間外

労働を出しなさいというふうに今おっしゃられましたけれども、そう言いつつも実際に仕事をしている人

がいるというようなこともおっしゃっているのです。そこがちょっと矛盾を感じるのですが、いかがです

か。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 私のほうで毎日毎日一人一人確認をしたわけでございませんので、らしいと

いう表現をさせていただいたのですけれども、各職場においてはそれぞれ管理職がきちんと管理をされて

いるものと私のほうでは思っております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。
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〇６番（大森幸平君） いろいろ実態については承知されているのでしょうけれども、私が先ほど申し上げ

ました不払賃金残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する方針と、これは先ほど言った団体で出し

ているわけであります。そこで、この中にもいわゆるきちんと不払い残業をやっている実態というのはそ

の職場の風土によるところが多い。いわゆる働く人も働かせている人もそれが当たり前だと思い込んでい

る、そのいったことがこの実態を生んでいる温床にありますよと、わざわざ事例を出してこういうところ

へ載せておるのです。ということは、こういうことはいけないよと言っているのと同じなのです。それは、

ご理解をいただけると思いますが、そういった観点からすれば不払い残業であり、職員が勝手にやってい

るというものを見て見ぬふりしているとすれば、それは管理者としての責任を問われても仕方のない事例

になってくるわけでありますが、ぜひそういったことのないようにきちんと指導をしていただきたいとい

うふうに思います。

その中でも、不払い残業をすることによって家庭に帰るのが遅くなり、いわゆる健康を害していく、そ

ういう要因にもなっているのですよということも言われているわけでございます。そういった観点からし

ましても、やはりこの問題については労使でよく話し合われて、労働組合と相談をしながらそういった実

態をなくしていくという方向で取り組むべきと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 議員おっしゃいますように、不払いであろうがなかろうが超過勤務を続ける

ということは体に非常に負担がかかっております。したがいまして、私どもとしましても超勤をなるべく

しないように、それはお金がかかるだけではなくて、いわゆる健康管理の意味からもしないようにという

ことで、職員組合のほうともいろいろと詰めておりますので、今後も継続して協議をしていきたいと思っ

ております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） もう一点最後にご確認をしていただきたい。やはり公正な立場で勤務時間の記録を

管理する、これが非常に大切であるということを指導しているわけでございますので、ぜひ時間がかかる

云々、それは手動でやればいろいろ時間がかかるでしょうけれども、ある程度のシステムを取り入れれば

簡単にできるはずでございますので、それについてはぜひ研究をしていただきたい。このことについては

いかがですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

山田総務課長。

〇総務課長（山田富巳夫君） 私が申し上げたのは、パソコンのログで確認をするということについて時間

がかかったりなんかするということでありまして、今行っていますようにタイムカード、あるいは出勤簿、

それから先ほど申し上げましたけれども、超勤のときには超勤の命令を出す管理職がおるわけですから、

そういったことを通じながら、場合によれば本人からの申告という形で徴する場合もございます。適正に

今後も管理していきたいと思っております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。
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大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） ちょっとその答弁では納得がいきません。やはり誰が見ても公平な立場で記録が残

っているということが大切であるというふうに言われているわけでありますので、いわゆる極端な例でい

えばタイムカードをカチャンと押して、また職場へ戻って仕事している人もおるよということを私は聞い

ております。そういったことが当たり前だというようなことの実態は、私はあってはならぬと思うのです。

最後に、市長の見解を聞きます。この問題については、やはり公正な立場で記録を残すと、労働基準監督

署等もそれを一般の職場には指導しているわけでありますので、そういうシステムを取り入れている以上

きちんとしたものがとれる条件にありながらとらない、とれないということについて私は納得がいかない

のですが、市長の見解を最後にお伺いします。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） 私もその辺まだ勉強不足なものですから、わからぬのですけれども、どうして記録

を残さなければならぬのかというのがまだ理解ができない。これは、勉強させてください。私が現職のと

きにはこういう問題は全く起こらなかったわけ。自分で管理をし、自分で仕事をして、自分でうちへ帰っ

たわけでありますから。そういう意味では、やっぱりこれは１つの課なり１つの部屋の中でどうやったら

うまくいくかというところから始めていかなければならない。機械的に何かをデータを集めるというのは

最後の問題ではないかなと思っていますので、まず最初の部分からもう一度確認をさせていただきたいと

思っています。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 若干納得はいきませんけれども、この問題についてはこれでやめます。再度実態を

調べてやらさせていただきます。

それでは続きまして、冷房問題でございますが、先ほどの答弁では28度になったら冷房を入れるという

ような答弁ですが、間違いありませんか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） 管財のほうからの確認では、28度以上になるとこれは大変でございますので、よし、

28度ということになって入れると、こういうことでございます。ただ、佐渡市役所は３階になっているわ

けですから、それぞれの場所で温度差というのはあるわけですが、その辺で一番高いところが28度という

もので電源を入れると、こういうことです。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 労働安全衛生法では、室温を冬は17度以上、夏場は28度以下に保つよう努めるので

すよと、そのように言われているわけでありますから、その観点でしっかりと対応をしていただきたい。

いわゆるこの法の趣旨を守っていくという姿勢が私は大切だというふうに思っておりますので、ぜひとも

その方向で対応をしていただきたいと思います。
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次に、ネットワークシステムの関係についてお伺いをいたします。先ほどの説明にもございましたが、

私は私自身の経験からしてもぜひこういうシステムを早くつくっていただきたいということであります

が、私がかかっている病院は地域の病院でありますけれども、そういったところで治療した診療結果等が

佐渡病院等でわかるようなシステムなのか、その逆もまたあるのか、このことについて確認をしたいので

すが。どうでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 川上市民生活課長。

〇市民生活課長（川上達也君） お答えいたします。

今大森議員が言われたように、病院と診療所、それからこれはあくまでも参加する医療機関等ですが、

お互いにデータを共有できるというもので、病院で診療所の患者さんの情報、それから診療所で病院の患

者さんの情報を相互に見れるというものでございます。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） そういう中身であることは非常にうれしいのでございますが。それで、いわゆるデ

ータは常に最新情報に保つべき努力はされると思うのですが、そのデータを更新する周期というのは大体

どのようになっておられるのですか。どのような予定になっているのですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

川上市民生活課長。

〇市民生活課長（川上達也君） お答えいたします。

このシステムは、いわゆる電子カルテを結んだものというものではなくて、情報をストックするという

形で、ただその情報は各施設のところから自動的にとりに行くというイメージですので、例えば病院でお

医者さんが同意をいただいた患者さんの情報について、それを自分の施設のところの機械で患者情報を打

ち込んだ場合に、それを打ち込んだ時点で自動的にほかのところも見れるというふうな形になりますので、

患者さんの最新情報が常にシステム内にあるということになります。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） そうすると、非常に早く、これはサーバー等の感じで管理されるというように認識

をしましたが、ぜひその形でやっていただきたいと思いますが、このネットワーク構築にかかるお金とい

うのはどこから出るのでしょう。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

川上市民生活課長。

〇市民生活課長（川上達也君） お答えいたします。

この事業につきましては、新潟県が行う地域再生医療計画の中に基づきまして、佐渡地域ということで

取り組むものでございまして、県のほうの基金を活用した事業となっております。

以上です。
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〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） そうしますと、構築する資金は県で出るというのはわかりました。このシステムは、

大体どの程度続けて使用できるという内容なのでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

川上市民生活課長。

〇市民生活課長（川上達也君） お答えいたします。

このシステムにつきましては、今のところ10年間対応したいというふうなことをお聞きしております。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 参加医療機関は、約７割というふうに先ほど答弁がございましたが、双方向のシス

テムは画期的なことであるというふうにお聞きしています。それで、維持費の問題がということことが答

弁にございましたが、維持費は大体どのくらいかかる予定なのでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

川上市民生活課長。

〇市民生活課長（川上達也君） お答えいたします。

主にシステムの管理費に経費を要しますけれども、通常ベースで約3,600万円と聞いております。さら

に、そのほかの補修費を含めると4,000万近いものが必要かというふうに聞いております。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 先ほどの答弁の中で、自主運営ということで市長のほうから答弁ございましたが、

このシステムに参加する医療機関というのは、このシステムに参加したからとそれに伴ってお金を払う部

分はあっても入ってくる分はないわけですよね。それで年間4,000万もの維持費を医療機関がお互いに出

し合ってということで、これは本当に維持できるか私は疑問に思います。そういった形からすると、私も

痛い目には何回も遭いたくございませんので、やはり4,000万もの金を医療機関だけでということは私は

非常に厳しいかと思います。そういった形では、一住民という立場からすればぜひ佐渡市としてその維持

費の補助金を出していただいて、スムーズにこれが運用される、そういう実態にしていただきたいと思い

ますが、市長の見解を求めます。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） このシステムを導入することによりまして、病院のほうは医師の負担軽減にもちろ

ん当然なります。いろんな検査をしなくてもいい。そのことによって、これからの医師の確保というもの

につなげていけるという部分がございます。単なるお金の問題だけではなくて。それから、薬局の場合は

服用指導等の説明をすることによって収入増が見込めるということでございます。患者さんの場合は医療
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費の減になるということでございますので。単純にバックするお金がどうだかということではないと。そ

れだけではないわけです。ただ、これ非常にいいことでございますので。とはいいながら、やはりこれは

この協議会の中で、推進協議会があるわけでありますから、そこに参画している関係者が自主的に運営す

るというのは大原則でございますから、それは天変地異でも起きたら何かをしなければならないというの

は、これは当然市民の健康管理の問題でありますから、その際はまた議会には相談させてもらいますが、

出発点からこれは行政が支援するというようなものではないというふうに私は考えております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 今の市長の答弁からしても、逆にそういう医療機会が少なくなるということからす

れば、変なこと言えば病院の収入は少なくなるわけです、医療機関の収入は。検査しなくていいのですか

ら。だから、検査をやれば金になるという、そういう検査主義の病院も全国の中にはいろいろあるという

のを私は聞いていますけれども、良心的にそういうことで運営していくという。しかし、4,000万かかる

ものをどういう形で、それは協議会の中でやる方向で、もう７割の同意は得ているとはいいますけれども、

私は非常に厳しいのではないかというふうに思います。そういったことで、いいシステムでありますので、

ぜひいろんな意味で考慮していただきたいということを最後に申し上げまして、この項については終わら

せていただきます。

それで、震災からどう住民を守るかという関係でございますが、私は基本的には条件の悪いところにつ

いては高台に移転すると。これは、大前提であるというふうには思います。しかし、そうはいってもいき

なり予算的にそれが全部実現できないことも十分理解はしているわけでありますけれども、しかし基本的

な立場をしっかりとわきまえて今後は改善できるところについては改善の方向でぜひ進んでいっていただ

きたいというふうに思います。

それで、市長は施政方針の中で全ての地域で自主防災組織をつくって、こういう災害にも備えていきた

いということを先般の議会でも述べられておりますが、自主防災組織はつくるだけでは私は意味ないと思

うのです。私の住んでいるところにも自主防災組織はございます。私もそこの責任者をやったことがござ

いますし、そのときには消防署の本署へ来て、いろいろな煙の体験とか地震の体験とか、そういうことも

経験をしてきたところでございますけれども、つくるだけでなく、それをどう実際のところに役立ててい

くか、そういう指導等についてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） もっともなお話でございまして、防災組織をつくるのが目的ではございません。そ

れをどうやってうまく活用して安全、安心を守れるかということでございますので。まず最初に、自主防

災施設のない地域においては、自主防災組織をつくってくださいということをお願いをしております。で

きた段階では、うちの職員なり嘱託員を通じながらいろんな点で訓練等のご指導は申し上げているところ

でございますし、先ほどの答弁ではございませんけれども、保育園とか、そういうところでも一生懸命や

っていると、こういうことです。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。
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大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） いわゆる安全の問題でございますから、一気にはできないということは十分承知し

ておりますが、先ほども述べましたように、やはり危険なところについては高台等に移転をする、この基

本線のお願いについてのご見解をもう一回お願いをします。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） もちろん津波が来ても大丈夫なところ、安全なところに施設をつくるということが

大事でございます。これは、なるべく低いところにつくるなんていうことを私どもやっているのではなく

て、高いところに持っていくということでやってます。ただし、その場所が本当にあるのかどうか、ある

いは費用の面は別としても、そういう場所があるのかどうかというようなことについて、地元の方々のコ

ンセンサスも得なければならないわけでありますから、その原則は守っていきますが、さあ、では言った

から来年からどうするかということにはこれはならないと。したがいまして、通報の施設を整備をしてい

ち早く高いところへ自主的に逃げてもらうという体制をつくるということでございます。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

大森幸平君。

〇６番（大森幸平君） 私が用意した質問はこれで全て終了しました。若干早いですけれども、これで終了

させていただきます。どうもありがとうございました。

〇議長（祝 優雄君） 以上で大森幸平君の一般質問は終わりました。

ここで、10分間休憩をいたします。

午後 ２時４１分 休憩

午後 ２時５１分 再開

〇議長（祝 優雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

根岸勇雄君の一般質問を許します。

根岸勇雄君。

〔19番 根岸勇雄君登壇〕

〇19番（根岸勇雄君） 地域政策研究会の根岸勇雄です。通告に従い、一般質問を行います。

まず、市長の政治姿勢についてお尋ねをいたします。市長就任後、おおむね５カ月を過ぎようとしてお

りますが、市長のおっしゃる次世代の元気ビジョン、５つの誓いの取り組みについてお聞かせください。

また、前例主義を打破し、現場主義、スピード感、決断力、知恵を絞った施策を打ち出し、創意工夫、

市民目線、出た結果に責任を持つ市政について、課長以下職員がどのように変わったか、また変わろうと

しているのか、市長の所見をお聞かせください。

あわせて副市長にもお聞きいたします。副市長就任からおおむね３カ月が過ぎようとしております。就

任時の挨拶に、職員は知恵を出せ、知恵を出さなければ汗をかけ、知恵も汗も出さなければ云々というご

挨拶でございました。副市長の立場から見た職員に対する所見をお伺いいたします。

次に、離島振興法についてお伺いをいたします。離島振興法については前回もお伺いをし、平成24年６
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月20日に国会において成立いたしました。佐渡市としての今後の取り組み方針についてお聞かせください。

目的の主たるものは、地域格差の是正等を図り、地域間交流を促進し、居住する者のない離島の増加及

び離島における人口の著しい減少の防止や定住の促進を図るとされております。改正離島振興法の中で、

特に離島活性化交付金等事業計画及び離島特別地域制度整備については地元の意見を集約し、計画にのせ、

手を挙げなければ何もしてくれません。佐渡市の現状は著しい人口減少、超限界集落から消滅集落、高齢

化の進行、教育、医療を始め、日常生活に欠かせない水道、下水道施設の維持などに10年、また20年単位

で推測すると大変な状況に陥ると予想されますが、今後は島の未来をどうするのか、その基本となる離島

振興計画の円滑な実施、今後の取り組み方針についてお伺いをいたします。

また、合併後の８年間に離島振興計画で実施した公共事業の合計額についてお伺いをいたしたい。

次に、水田転作制度における改善期限を過ぎた不作付地の取り扱いについてお伺いをいたします。新聞

報道によると、作付しないことで転作扱いとする調整水田などの不作付地のうち、改善期限を過ぎても作

付されない水田を米の農業者所得戸別補償制度の交付金対象から外す方針を国が示したといいますが、佐

渡市の場合その対象となります。つまり改善計画がされない面積はどれくらいあるのか。また、以前にさ

かのぼりますが、全国に38万ヘクタールあるという耕作放棄地に対し、国の耕作放棄対策として市町村に

掲示した調査ですが、①、草刈りなどすれば耕作可能、②、基盤整備などが必要、③、森林、原野化し、

復元が不可能の３区分のそれぞれの面積とその対応状況と現在における面積をお聞かせください。

前段の不作付地で改善されない面積のうち、トキの餌場として長期における活用計画について当時国で

は認めるということであったと思います。それらを除いての面積があるのですか。もしあったらどのよう

に対応されるのかお聞かせください。

国は、食料自給率を上げるため、耕作放棄地をなくしたいという方針ですが、転作を行っても水田では

湿害や連作障害などで所得に結びつく作物はほとんどありません。加えて市場、労働力、栽培技術がなく、

自己保全、調整水田が長い年月のうちに耕作放棄地として見られるようになってきております。制度の建

前の上での考え方と現場の実態とはかけ離れている厳しい姿があります。市としては、今後農業所得を向

上させるため、総合的な対策を立てる必要があると思いますが、人・農地プラン等に組み込む処置をとる

のか、どのようにビジョンを作成するのかお伺いをします。

次に、廃校となる後山小学校舎等の跡地利用計画についてお尋ねをいたします。畑野地区統合小学校建

設工事も平成25年１月31日完成を目指し、着々と工事が進んでおりますが、統合後の後山小学校舎等の跡

地について、現在までに５回の市有財産検討委員会で検討されたということですが、どのような利用計画

に意見が集約なされているのかお聞かせください。

私は、後山小学校跡地は佐渡市のほぼ中央に位置し、駐車場にも恵まれており、中央図書館として利用

してはと考えます。現在の中央図書館の駐車場では図書館建物の規模に比べたら非常に手狭で、ましてや

猫の額ほどの駐車場も佐渡病院利用者の駐車場と化しており、本来の図書館利用目的者がほとんど駐車で

きないと高齢者や女性などの利用者から苦情が寄せられております。せっかくあらゆる分野に精通した膨

大な量のすばらしい書籍を取りそろえている中央図書館なのに、駐車場問題で利用者を大幅に減らしてし

まうのは、市民の憩いと知識と教養の芽までも摘み取ってしまうのではないでしょうか。市長、教育長の

所見をお聞かせください。
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次に、民間に経営移譲した温泉施設及び宿泊施設の実情と今後の対策についてお伺いをいたします。市

民からの強い要望に基づいて、行政改革の一つとして３年間の助成措置により民間へ移譲された温泉施設

及び宿泊施設について、経営改善がどのようになされたか。入客数、収支決算状況、民間の経営努力によ

り赤字の幅が縮小された施設の状況についてお伺いをいたします。

温泉施設については、民間への譲渡とともに使用料が値上げされ、入客者数が約２割も減少したという

ことでありました。そこで、入湯税等について調整が行われたのですが、その結果、利用者の増加に結び

ついたのでしょうか、お伺いをいたします。

しかし、このような対応を行ったということは、温泉施設は市民の交流や健康管理施設として使用でき

る建物を取り壊し、処分するよりも、可能な限り活用したいという大きな望みをかけた決断でしたが、行

政改革は本当に不必要なものを廃止すればよいのであって、少し知恵を出せば思わぬ大きな効果が生まれ

るものはこだわりを持って生かしていていくという措置が大切だと考えます。３年というと、来年にその

期限を迎えることになりますが、今後どのように取り組まれるのかお伺いをいたします。

次に、除雪対策についてお尋ねをいたします。昨年は、記録的な豪雪で、莫大な予算計上をしました。

年々道路除雪委託業者が減少する中、安全、安心で市民の暮らしを守るため、極めて重要な除雪は欠かす

ことができません。委託費の増額等、前市長との約束がありますが、具体的に機械を維持していく固定費、

基本待機時間が佐渡市の固定費は３カ月、基本待機時間は60時間、県の固定費は４カ月、基本待機時間は

80時間です。県道と比較すると市道は狭く、危険で時間もかかります。ぜひ固定費、基本待機時間を県並

みにすべきと考えますが、市長の所見をお聞かせください。

次に、建築設計業務委託についてお尋ねをいたします。佐渡市発注の委託業務において、過度な低入札

価格による業務の質の低下防止、また業務の確実な履行を確保するために、今年度から最低制限価格を適

用しておりますが、基本設計、実施設計、監理業務委託業者、それぞれの責任範囲についてお尋ねをいた

したい。

現在までの佐渡市の対応を見ますと、何か雰囲気で建設業をたたけばいいような、全てに対し、安けれ

ば安いほどいいという、もしかしてそのような考え方でしたらそれは大きな誤解です。安心、安全で市民

の暮らしを支える、まさに基礎的な社会ニーズを酌み取るための会社です。会社がきちっと運営できるよ

う、まず利益率。利益がないということは、固定費を削減しながら辛うじて経営している現状です。これ

では持続の可能性はありません。除雪も含めて大災害などがあったときに、地元の業者がちゃんと対応で

きるかどうかが重要です。市民の皆さんの安全、安心、暮らしを守る意味でも地元業者を大切にしていた

だき、全体でプラスとなるような仕組みをつくることが自治体の役割だと考えますが、市長の所見をお聞

かせください。

次に、新潟・佐渡空路便についてお尋ねをいたします。８月21日の新聞報道によると、佐渡・新潟空路

再開１年、搭乗率４割、低空飛行、採算ライン割るとの報道がされましたが、赤字となった場合6,400万

円を上限に県と市が補助することになっておりますが、市として今後どのような対応策をお考えかお聞か

せください。

最後に、平成21年12月に作成した佐渡市将来ビジョンについてお尋ねをいたします。この計画の目標は

今後10年間、31年度に向けた内容となっておりますが、一般的に総合開発計画等の策定づくりに力が注が
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れておりますが、行政の現場に生かされない一面があります。それぞれの部署において活用され、成果の

検証がなされ、見直し、詳しい目標へと変更しなければ意味はありません。まず、策定方針の中に佐渡市

成長力強化戦略とありますが、市税、交付税等の大幅な減少に伴う歳入の減少、支所等の職員数は平成31年

度41人、保育所、福祉施設、学校ほかゼロとなるところが多く、人口減少が増加する傾向など、恐らく島

の経済力は著しく減少し、島の活力は大きく落ち込むものと市民は考えるのではないでしょうか。今後目

玉となる戦略として何をどのようにするのか伺います。

北海道夕張市の実質公債比率は35％以上と極めて高く、全国的に騒がれた要因ですが、佐渡市の現在の

比率と今後10年間における償還額、また、うち一般財源で償還する額及び元金償還額と借入予定額の対比

についてお聞かせください。

また、特別会計ですが、市民の日常に欠くことのできない水道について、近い将来人口が激減すると思

いますが、その場合における水道コストは高くなり、水道料金の値上げが必要となりますが、このビジョ

ンに反映されているのかお伺いします。

最後に、佐渡市将来ビジョン全般について、国の方針変更や離島振興法の改正等を受けてＰＤＣＡサイ

クルを導入し、常に検証し、補正し、市民の皆様に情報提供し、理解と協力、そして知恵をいただき、市

民とともに市政運営に最大の力を傾注すべきと考えますが、市長の所見をお伺いして１回目の質問を終わ

ります。

〇議長（祝 優雄君） 根岸勇雄君の一般質問に対する答弁を許します。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） それでは、根岸議員のご質問に対してお答えを申し上げます。

私の政治姿勢ということでご質問があったわけでありますが、私は冒頭から５つの方向というものは出

させていただいておりまして、このことについては全く変わっておりません。しかも、６月議会におきま

して私はこういう方向でいくけれども、民間の方々のご意見も頂戴をしたいということで官民協働プロジ

ェクト事業もお認めをいただいたわけでありまして、その中で今一生懸命やっております。そういう点で

もうしばらくお待ちをいただきたいと思っていますが。

それから、もう一つ、課長以下の職員がどう変わったかということでございますが、これはなかなか、

スーパーから物を買ってくるようなわけにいかないわけでありまして、これは一所懸命頑張っております。

特に就任した際に２Ｓ３Ｋということ、これを仕事の前にこのことを徹底しなければ市の職員としてだめ

なのだから、これをぜひやりましょうという形で訓辞を申し上げたところであります。今５カ月がたった

わけでありますが、私自身として、手前みそかもわかりませんが、ある一定の動きは出ていると。例えば

一つの例でいうと、本庁の受付等において非常に親切になったという市民の言葉も聞かせていただいてお

ります。さらには、私どもが直接会社とか、そういうところに出向いていって、これからどうしたらいい

のかというような機会も設けておりまして、本当に今まで佐渡市の職員はそういう機会がなかったのがや

っとそこまできてくれたかというような言葉も聞いておりますし、また職員に対しては常に議員等のご質

問に対して検討しますなんていうことを常に言っていたわけでありますが、検討なんか、そういう言葉で

はなくて、いついつまでにやると、できなければできないということで返せということで、今そういう形
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でやっているわけであります。これについては、今後とも一生懸命頑張っていきたいと思っていますし、

また各課長のほうからも私のほうには２Ｓ３Ｋというものを念頭に置きながら一生懸命これから頑張って

いくということを常々言葉としていただいておりますので、それが実践できるようにこれから進めてまい

りたいと思っておりますので、ぜひ皆様方におかれましても議員各位におかれましても私と一緒になって

ひとつ職員教育をお願いをしたいなと思っております。

次に、離島振興法の改正の問題であります。今回の離島振興法につきましては、時限立法、10年間とい

うものでございまして、これが本年いっぱいで切れるわけでありまして、来年からは新たに10年間という

ものにつながっていく。このつながっていくという、そのことだけではなくて今回の改正におきましては

大きな成果があったというふうに考えているところでございます。特に離島振興計画を今年度中に策定を

していかなければならないし、それに当たりましては市民の意見というものも入れていかなければならな

いということでワークショップを今開催をし始めたところでございます。ただ、今回の離島振興法の改正

に伴いまして、本当に大変なことであるわけでありますが、佐渡が試されている施策であるというふうに

考えておりますので、肝に銘じていきたいと思っております。

それから、離島活性化交付金なり離島特区という制度につきましては、従来のハードに加えましてソフ

トによる支援というものが期待をされるところでございます。具体的なものについては、国において検討

されているということでございますけれども、私どもはこれからその内容についてこういうものがあるの

だけれども、どうだろうということをどんどん、どんどんと提案をしてまいりたいと思っています。提案

をするに当たっては、国の本当の幹部ではなくて実務担当等もお呼びをいたし、あるいは我々が行って、

こういうことを考えているのだけれども、どうだろうというような膝詰めでこれからやっていかなければ

ならないなということでございます。いずれにいたしましても、これは国がそれぞれのスケジュールを示

されるわけでありますので、そのスケジュールに遅れないよう事前に準備をしてこれから進めてまいると

いう覚悟でございます。今どういう状況にあるかということにつきましては、地域振興課長に説明をさせ

ます。

次に、耕作放棄地水田転作制度における不作付地の問題であります。この耕作放棄地が発生をしたとい

う大きな要因は、私は転作だと思っております。この転作というものの制度がなくなりさえすれば、ここ

までいかなかったと思っておりますけれども、特に戸別所得補償制度の中で不作付地の改善計画というも

のがありまして、現在佐渡市は445ヘクタールでございます。445ヘクタールで今進めておりまして、これ

は来年の７月には解消をするという計画で今進めております。これは、あくまでも戸別所得補償の中での

対応でございます。

それから、耕作放棄全体の面積につきましては、今議員のご質問にございましたけれども、農業機械等

で再生可能な農地、これ緑の部分でありますが、98ヘクタール、それから基盤整備を必要とする農地、こ

れは黄色でありますが、67ヘクタール、そして農地として利用不可能と判断できる赤の部分が898ヘクタ

ール、合計で1,063ヘクタールというのが佐渡市における耕作放棄地であります。その後、19ヘクタール

程度が牧草等で解消されたわけでございます。

では、これからこれをどういうふうにしていくのかということでありますが、私は１つは耕作放棄地の

中で転作対応として稲をつくるという対応を認めてもらわなければならないと思っています。稲をつくる
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というものを認めてもらわなければならないと思っています。そういう意味におきましては、今回の離島

の改正の中でいわゆる特区、離島特区等におきましてトキの餌場として戸別所得補償の対象となるような

提案というものをやっていきたい。これは、どこでもこういう提案はされると思いますが、特に佐渡の場

合はトキというものがあるわけでございますので、こういうものを特区なり、あるいは離島活性化交付金

のビオトープというような形での提案を積極的に進めてまいりたいなというふうに思っております。

もう一つは、当然この耕作放棄地を活用して産地をつくっていかなければならないということでありま

すが、私はそう簡単には産地はできないと思っています。したがいまして、なりわいをどう復旧するかと

いうことであります。そこで、耕作放棄地でつくっていただいたものが、少々安いけれども、それを我々

が買い取っていくと、そしてそれをホテル、旅館とか、あるいは施設等に回すというような、そういうも

のをこれから進めていきたいと。来年度の予算の中でそういうことを盛っていきたいと思っております。

そういう耕作放棄地を活用できる体制というものをつくっていきたいと思っております。

それともう一つは、ことしから地域農業システムづくりに取り組んでいるわけでございますので、そこ

の中での農地の利用集積というものを図りながら進めてまいりたい。これは、何としても耕作放棄地が減

少し、それを有効活用して換金作物をつくるというところにどうしても持っていかなければならないとい

うふうに考えているところであります。

それから、後山小学校の跡地の問題でありますが、閉校する後山小学校の跡地の利用につきましては、

地元の跡地利用検討委員会からの要望とか、いろんな意見交換がありまして、意見交換もやらせてまいり

ました。それを持ち帰りまして市有財産検討委員会で協議を重ねた結果、高齢福祉施設として活用すると

いうことを報告をさせていただきました。したがいまして、高齢福祉施設として活用するということでご

ざいます。

それから、図書館については教育委員会から説明を申し上げます。

それから、建築設計業務委託につきましては、先ほど建設業をたたけばいいなんていうお話がございま

したけれども、決してそんなことではございません。私は、佐渡における建設業というのは、雇用の受け

皿等々から考えても重要な産業だと思っておりまして、この建築業をというものをこれからも伸ばしてい

かなければならないと思っております。そういう視点で建設工事における基本設計及び実施設計、工事監

理につきましては、それぞれの業務におきまして適切なる業務執行、設計書等の成果品を求めてきている

わけでありますから、その設計書をまとめる段階でできる限り地域における実勢単価の採用とか、あるい

は海上運搬費等々も離島加算として計上したりするなど、実勢に即した設計になるように工事関係課で今

やっているところでございます。これでも足らないという部分があったら、いろんなところで検討会もや

っているわけでありますので、ご提案をいただきたいということでございます。そういう意味では、今後

とも適正な設計価格での発注に努めてまいる努力をいたしたいと思っております。

それから、民間移譲した温泉施設、宿泊施設の今後の対応という中で、どのぐらいの経営改善があった

かということであります。温泉につきましては、計６施設があるわけでございます。そのうち赤字が縮小

された施設が４施設ございます。赤字が縮小されなかった施設は、２つの施設でございます。なお、宿泊

の施設は計２つあるわけでございますけれども、両施設ともご努力をいただいて赤字が縮小されたという

ことでございます。



- 68 -

次に、入湯税の関係でございますが、それは入湯税条例を改正後、利用者の数はどうなったかという、

これは７月末時点の報告でございますが、増加をした施設が３施設ございます。減少した施設は２つの施

設がございます。こういう意味で、やっぱり努力をしていただいたところは成果が出ているということで

ございますので、今後ともぜひご努力をお願いをしたいというふうに考えております。

それから、譲渡した施設への３年間の補助金ということをやって、５年間それをという形でお願いをし

ておるところでありますが、結論から申し上げるならば民間の活力、ノウハウというものを最大限に発揮

をしていただいて、さらなる経営改善とサービス向上に努めていただきたい。施設の運営をお願いしたい

と思っております。ただ、その場合に島外の企業へのアウトソーシングということもこれから考えていか

なければならないと思っておりますが、ぜひそういう点でご努力をお願いをしたいというふうに思います。

次に、除雪対策でございます。冬期間の市民の足を守るという点では、極めてこの除雪対策というのは

必要になってくるわけであります。ただ、一方この除雪の委託を受けている建設業者等につきましては、

その維持とか、そういうものが非常に厳しいということも承知をいたしているところでございます。これ

らのことから、今議員からご提案があったように、昨年も引き続き委託費というのを引き上げてきたわけ

でありますが、県並みの水準に引き上げてまいりたいというふうに考えております。具体的には、機械を

維持していくための固定費を３カ月分から４カ月分に増額をする、基本待機時間を60時間から80時間に拡

充をさせていただきたいというふうに考えております。

佐渡・新潟空路の問題でありますが、いろんな事故等がございました。その都度私どもは注意を申し上

げ、それをどんどん、どんどんと発信をしてまいったところであります。本当にちょっと気をつけていた

だければ、そんな問題が起きないようなことが起きているという、こういうことで、本当に私どもとして

は大変残念であります。そういう意味からしましても、８月１日に新日本航空に対しまして、とにかく事

故があったということよりも飛行機が飛ばないということが、風評被害になるのが一番おっかないわけで

ありますので、利用者の信頼回復ということに対して改善を申し入れたところでございまして、今後は気

をつけて頑張るということで、直接社長も私のところにおわびに来たわけでありますので、その辺は今後

とも気をつけていただきたいということを申し上げたところであります。何か低空飛行だというようなお

話もございましたが、おかげさまで８月は、７月が実は就航率は34.5％なのです。搭乗率が35.0％という

形でございました。しかしながら、８月には就航率が96.2％、搭乗率も51.7％、私どもの目標としている

50％を超えたということでございます。特に大学生なり、あるいは島内の企業57社に対しましてぜひお願

いをしたいという行脚を行ってきたところでありまして、これからもそういう意味で内外にわたりまして

宣伝をしながらご利用いただくように努力をしてまいるということでございます。県と市での6,400万、

これについては50％を超えるということが目標でやっておるわけでありますから、これに向けて努力をさ

せていただきたいと思っております。

次に、将来ビジョンの問題であります。私も冒頭に申し上げましたように、今後の佐渡の成長戦略とい

うのは５つの視点で組み立てていきたいということは常々申し上げてきたわけでありますし、その方向で

今一生懸命やっているわけでありまして、そういう観点で今見直しの作業に入っているところであります。

特にその中におきましては地域資源を生かした産業の育成と雇用をどうしていくのか、そして島民が一体

感を持った観光振興ということをどうしていくのかということについて、重点的に取り組んでいるところ
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でございます。具体的なことを申し上げますと、地域資源を活用した産業育成及び雇用拡大ということは

特に農林水産業の再生というものを第一に考えまして、いわゆる島外に依存して島外に取られていたお金

を佐渡の中に取り返してくると、そのことによって産業間の生産波及力を高めていくということ、それで

就業の場を拡大をするということでございます。ただ、これについては市民の方々にこのことに対して取

り組んでいただくということが大事なわけでありますので、私のほうで今一生懸命やっているのは、それ

ぞれのところへ出向いていって、若い方々とかいろんな方々と話をしながら、どうだ、やってくれるかど

うかということの今話し合いをしているということでございます。

それから、もう一つは観光振興でありますけれども、これは一番やっぱり大事なのは佐渡の立ち位置と

いうものを明確にして、どんどん、どんどん主張していかなければならないと思っています。特に2014年

の北陸新幹線に向けまして、私自身能登の４市４町の首長さんともお会いをし、佐渡との連携をどうして

いくのか、あそこに立派なホテル、加賀屋さんがあるわけでありますが、加賀屋の会長とも話をし、佐渡

と連携をとっていこうではないかと。それともう一つは石川県が非常に一生懸命やっているものですから、

石川県知事にも２度ほどお会いをしまして、佐渡との連携をとにかくこれから強固なものにしていこうと

いうような形で今汗をかいているところでございます。ただ、観光につきましては宿泊単価を下げる競争

ということではなくて、宿泊単価を上げていくという競走にこれから入っていかなければならない。その

ためには、それぞれ佐渡を選んでくれる人を多くをつくるということでありますから、観光関係者の方々

におかれましても、どうしたら佐渡を選んでいただけるのかということを一人一人に考えてもらうという

ことをやっていかなければならない。このことについても、出向いていっていろんな方々と話をしている

ところでございます。

それから、水道料金の値上げ、これがビジョンに反映されているかということでありますが、あの将来

ビジョンの策定時におきましてはこれを反映はしておりません。したがいまして、これからのビジョンに

つきましては、水道事業会計のシミュレーションをした上で今回の将来ビジョンの見直しに際して反映を

させていきたいということであります。

それから、議員がおっしゃるＰＤＣＡというサイクルでありますが、これはもう当然のことでございま

して、私が申し上げた２Ｓ３Ｋの中の検証という部分でもこれが当たるわけでありますので、これを強化

をしていくということについては今後とも頑張っていきたいと思っております。

起債償還額等については、財務課長から報告をさせます。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

金子副市長。

〇副市長（金子 優君） ３カ月を過ぎて、職員の所見ということでございます。職員の皆様方は、知識も

能力も経験も多分十分あるのだと思います。ただ、なかなかその能力が発揮できていない職員が多いのか

と思います。これが十分に発揮できるような配置であるとか仕組みづくりが私の仕事と思っておりますの

で、これに努めてまいりたいと思います。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林教育長。
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〇教育長（小林祐玄君） 図書館の件でございますが、佐渡中央図書館は現在地で存続するように今計画を

立てております。議員ご指摘のように駐車場が大変狭いということ、その狭い駐車場なのに病院関係者が

駐車するということで図書館利用者には大変ご迷惑をおかけしております。この後、図書館利用者以外が

駐車しないように注意看板を早急に設置するように今指示を出したところでございます。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

計良地域振興課長。

〇地域振興課長（計良孝晴君） お答えいたします。

離島振興法の延長による佐渡市の今後の取り組みの方針でございますが、来年４月１日から改正法の施

行に向け、国では離島振興法基本方針を今策定しております。８月２日に説明会を行ったところでござい

ます。地方側ではまだ説明会を行っておりませんが、各県において離島振興計画を策定することとなって

おります。県の計画では、島単位の振興計画を盛り込まれ、佐渡における計画については佐渡市が案を作

成いたします。

また、改正法の中で住民の意見反映ということでございますが、計画策定に当たっては、先ほど市長も

申しましたが、ワークショップを開催し、市民生活の中で身近に感じられる現状や課題等を整理しながら、

それを踏まえたもので振興計画をつくっていきたいというふうに考えております。

それから、活性化交付金等の事業計画でございますが、現在国において交付金の対象事業として既存の

ソフト事業に加えて新たな施策を検討しているところと聞いております。市といたしましても離島の実情、

創意と工夫に応じた自由度の高い支援策が創設されるように求めていますので、今後も国の動向を注視し

ながら年度末に向かって新たな離島振興施策を有効に活用できるような活性化交付金策をつくりたいと考

えております。

それから、離島特区でございますが、現在のところ制度としては確立されているものでありません。庁

内のプロジェクトにつきましては、先ほど立ち上げたところでございます。特に離島の場合は人口、面積

は本土に比べて規模が小さく、島によっても地理条件や気候、風土等々が異なってまいります。現行の特

区制度では実現できないようなもの、そして離島としてのふさわしい特区制度をこれから年度末に向かっ

てつくり上げていきたいというふうに考えております。

それから、合併後８年間の離島公共事業の実績というご質問でございました。合併後、平成16年から23年

度までの佐渡における８年間の公共事業の実績額でございますが、約1,786億円となっております。この

うち、国費といたしましては1,063億ということで、過去８年間の全国の離島の中で佐渡の占める割合は

約15％を占めております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

伊貝財務課長。

〇財務課長（伊貝秀一君） 佐渡市将来ビジョンに関係して、財政関係についてのご質問がございました。

まず、借入返済の割合を示します実質公債費比率についてお尋ねがありました。平成23年度におきまして

は14.0という数字でございまして、22年度の14.7に比べますと改善しております。なお、この数値につき
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ましては県内20市中、低いほうから８番目という数字でございます。

それから、10年間における償還額というご質問でございましたが、平成22年度で77億2,700万円、それ

から平成31年度の59億9,500万円、それまでの平均をいたしますと年当たり71億3,000万円というふうに見

込んでおります。

これに対する一般財源での償還額ということでございますけれども、おおむね交付税の算入を約６割程

度というふうに考えておりますので、そうしますと一般財源相当額は残りの４割ということで、年平均に

しますと28億5,200万程度になるかと思います。

あと、元金の償還額と借入れの予定額、それとの対比でございますけれども、22年度時点ではほぼ同じ

金額でございますけれども、平成31年度までにつきましては、市債の発行を抑制していきながら、大体割

合とすると約５対３、借入れを抑制していく、そういう基調で考えております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） それでは、２番目の離島振興について課長にちょっとお尋ねしたいのですが、合併

８年のやつはわかったのですが、離島活性化交付金事業の作成、それと離島の税制上の措置、それと離島

振興予算で先ほどもちょっとお尋ねしたのですが、水道の整備事業等についての今後の対応ができるのか

どうか、お願いします。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

計良地域振興課長。

〇地域振興課長（計良孝晴君） お答えいたします。

離島活性化交付金のことでございますが、先ほども説明いたしましたが、今年度中に国のほうで交付金

の制度が固まります。それで、事業計画を作成する予定となっておりますので、県とも連携しながら庁内

で今作業を進めているところでございます。

それから、離島税制の問題でありますが、離島振興法の改正法の中では地方税の課税免除、または不均

一課税に対する減収補填対象となる業種に情報サービス業を追加したというのが今回の改正の内容でござ

いますが、佐渡市におきましては過去からその税制の問題については県と市、そして県として国のほうへ

要望しているところでございます。その点につきましては、佐渡市においては条例において島内の企業が

行う設備投資について、取得価格が1,000万円を超えるものに対して３カ年間の固定資産税の免除を行っ

ております。取得価格が2,700万円を超えるものについては、減収補填として地方交付税の対象として受

けておりますが、市としては非常に厳しい財政状況の中からこの現行制度の2,700万というものを1,000万

に引き下げるように国に今までも要望しておりますし、これからも要望していきたいというふうに考えて

おります。

それから、水の確保についてでございますが、今回の改正内容の中でも、生活環境の整備の中で水の確

保を図るという、充実についてということを配慮する規定が盛り込まれております。市の水道でございま

すが、効率的な水道経営のためには表流水を水源として水道施設の統合を進めるというのが重要というこ

とで、これも先ほどと同じように離島要望の中で県を通じて国に要望したようでございますが、その中で
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ありますが、離島であるがゆえに大きな河川がないこと、地形的条件などにより地下水を取水源としたコ

スト高ということで、給水システムで運用しなければならない状況になっております。また、老朽した水

道施設も多く、段階的に簡易水道を上水道に統合していく必要があるということでありますが、現在のと

ころ国土交通省では一括計上されている離島の公共事業の中には上水道事業しか該当しないという補助金

がございますので、簡易水道事業も同様に財政支援を受けられるようにということで、先ほど申しました

が、再三佐渡市から要望事項として上げておるところでございます。水の確保、それから税制の問題につ

いてはこの２点を重点に国に要望しております。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） 先ほど市長の答弁で、ワークショップを４回というようなお話でしたが、既にもう

１回は終わったわけですか。それで、あとの残りの３カ所についてはどこで。

〇議長（祝 優雄君） 計良地域振興課長。

〇地域振興課長（計良孝晴君） お答えいたします。

ワークショップでございますが、２日前の日曜日に第１回目が終わりました。市内におりますＮＰＯ等

と、それから離島に精通している方等々に一般的にメール、情報紙、佐渡市の情報、あるいはインターネ

ット等で募集いたしました。21名の参加がございました。その中でワークショップを開催し、この後10月、

11月、12月というふうに開催をする予定になっております。その中では、２日前の会議でございますが、

今離島が抱えている問題を市民の目線から出してもらっている、球出しをしてもらっているという状況で

ございます。それをこの離島振興法の中での文言にどう折り込むかというのがあと３回の中でワークショ

ップの皆さんと一緒につくり上げていきたいと思いますし、もちろんそのできたものについては市民に公

表し、最後に計画を作成したいと思います。

あと３回ですが、２日前は畑野農環センターでやりました。あと２回については農環センターでやりま

すし、もう一つについては会場については今後とる予定にしております。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） ぜひ市民の意見を集約して計画に早急に盛り込んでいただきたいと思います。

それで、戸別所得補償なのですが、ちょっと市長の答弁の中で不作付地の面積がちょっとわかりにくか

ったのですが、課長わかりますか。

〔「445ヘクタール」と呼ぶ者あり〕

〇19番（根岸勇雄君） 445ヘクタール。そうすると、補償制度の申請数は全部で幾らになりますか。例え

ばそこの中で不作付地の改善計画面積は幾らだと。わかりますか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

渡辺農林水産課長。

〇農林水産課長（渡辺竜五君） 面積につきまして、おおむねでございます。佐渡全体は、今水稲作付の部
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分が4,800ヘクタール程度が対象でございます。それに合わせて転作の部分が約2,000ヘクタールぐらいが

対象になっているというふうに聞いております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） 市長は、トータルで1,063平米というお話でしたが、そこの中で改善計画は何平米。

〔「440」と呼ぶ者あり〕

〇19番（根岸勇雄君） それで、その残りは。説明して。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

渡辺農林水産課長。

〇農林水産課長（渡辺竜五君） 申しわけありません。1,063ヘクタール、耕作放棄地対策ですが、これに

つきましては農地として水田台帳に、要は戸別所得補償のもともと対象になっていない、水田として管理

されていないというカウントをされた面積でございます。戸別所得補償制度にのるものは、議員おっしゃ

るように調整水田、自己保全も含めて水田として、水田の機能として管理されているというものがござい

ます。それにつきましては、佐渡市全体で今8,400ヘクタールございます。耕作放棄地が1,000ヘクタール

ですので、おおむね水張りを含めると１万ヘクタール弱が今の佐渡市の水田面積の全体ということになっ

ております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） そうすると、国がいう不作付地が改善期限を過ぎても改善されなくても佐渡は戸別

所得補償は継続できるわけですね。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

渡辺農林水産課長。

〇農林水産課長（渡辺竜五君） お答えいたします。

それにつきましては、不作付地を改善するということは、戸別所得補償制度の補助金の対象になるとい

うことでございますので、解消する方向で農家の方と進めておりますが、万が一、一部解消されなくても

佐渡全体の戸別所得補償制度、もしくはその解消されない方の戸別所得補償制度においても影響は基本的

には出ていかないというふうに考えております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） わかりました。

それでは、後山小学校については市長のほうから高齢福祉施設に活用したいということでございました

が、これが最後の市有財産検討委員会のお答えなのかちょっとわかりませんが、あれは畑野町当時に建設

した当時に、もし合併後はそういう施設に使いたいというようなことで廊下の幅も物すごく広くとってあ

りますので、ぜひそういうふうに方向づけができたのだったら、一日でも早く方向づけをしていただきた

いと思いますが、そこで中央図書館の駐車場については、全く今ほかのところに何とかするというような

考えはないのでしょうか。本当に狭いです、あれでは。それと、学校ゾーンにちょうど交通安全のコーン
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みたいなのが立っておって、なおさら道路にはとめられないというようなことで、特にお年寄りの方とか

高齢者、そういう人が何とかしてもらわぬとというようなお話がありますけれども、これとて合併統廃合

ができて、その後どうこうということにまだならぬと思うのですが、ただ教育長、看板を立ててというよ

うなことで、ここにもこういうチラシが車に張りつけてあるのを見ますけれども、何とか方法を考えてや

らないとますます佐渡病院関係で、必ずしもその人たちがそこへとめるということにはならぬかと思うの

ですが、何とか方法を早いうちに考えてやらないと、いろいろと利用者は迷惑しておると思うのですが、

この後ただその看板を立てるだけですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林社会教育課長。

〇社会教育課長（小林泰英君） お答えします。

今ほどコーンの話がございました。実は、あそこに違法駐車がたくさんあって困るということなのです

が、これは金井小学校時代に東西に走る小学校の北側の道路、これも狭いのですが、そこにコーンを立て

て駐車車両が全くなくなったという実績がございます。それをベースにコーンを立ててグリーンベルトを

つくったおかげで現在あそこには駐車車両は全くありません。同じように金井小学校にありました給食セ

ンター、こちらも取り壊しをしまして、職員の駐車場、利用者の駐車場を広げました。そこで、やはり一

般、病院の方がとめられるのではないかということで、学校利用者以外駐車厳禁と、赤い文字で駐車厳禁

と書いた看板を立てさせていただきました。この効果が結構絶大でございまして、病院車両が小学校のあ

の敷地の中にとめているのは見ておりません。それに普通そういうものをとめますときちきちにとめます

けれども、ある程度そこに空白といいますか、余白がある状態になっています。その検証をもとに同じよ

うな形で図書館にも看板を立てるということが教育長のほうから指示が出ましたので、今月中に看板の設

置を予定しておりますので、それで利用者の便宜が図れるのではないかというふうに考えております。よ

ろしくお願いします。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） 苦しい課長答弁でしたが、次に設計業務委託についてちょっとお尋ねしたいのです

が、これは８月31日の全協でも基本、実施、監理委託業務についていろいろと質問がございましたが、も

う一度総合体育館についてちょっと検証してみたいのですが、例えば建築面積を例に挙げると、基本設計

時点ではＲＣ２階の4,500平米程度、設計監理の時点では6,000平米程度、最終契約では8,742平米、いつ

の間にやら建築面積は基本設計の約２倍というようなことになっておりますが、ほぼ間違いはないと思う

のですが、おまけに今回の増額補正、おおむね30％の増額です。大体この、私の考えでは委託業者と、ま

た体育館の建設事業に対する発注者の当初の説明が全く無責任なやりとりをしているようにしか考えられ

ないのです。また、参考までに基本設計業務では、課長がこの間全協のときにもお話しされましたが、プ

ロポーザルで1,890万、実施、監理業務委託で予定価格が6,689万、落札金額が1,770万、落札率26.6％。

この落札価格で適正価格の成果品ができるとは私は全く考えられないのですが、もしこれで適正価格の成

果品ができたとするのだったら、この発注者の予定価格、6,689万という数字がどうも信じられない数字

ということに考えられますが、このほかにも両津の北埠頭、それと永安館の改築工事等々も基本設計、実
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施設計……基本設計業者は投げて実施設計をやり直すというようなことでいろいろ例がありますが、私は

この際やはり市のこういうことに対するチェック機能を強化していただきたいと思います。

また、先ほど市長の答弁の中で、できるだけ、業務委託の受注業者によって単価が違うわけわけですが、

市内業者でできる仕事の見積もりについては、市内業者からの見積価格で設計書をまとめる努力をしてい

ただいておるという答弁でございましたが、このことは市長が副市長のときにも再三お願いをしたかと思

うのですが、市長も忙しいし、もう忘れているのだかどうかわかりませんが、そのほかにも業者との意見

交換会でもこういうことを述べられておるという話を聞いておりますので、ぜひ市長がさっき答弁したよ

うなことで徹底をしていただきたいし、再度確認をしていただかないと、これをたたき台にして入札にか

けるということはその後の施工業者が非常に難儀をしておるのが現状ですが、いかがですか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） 副市長のときからもそのことは重々承知いたしておりますし、またいろんな懇談会

でもその要望はあるわけでありまして、鋭意努力はずっとしてきたつもりでございますので、何もやらな

いようなお話だったので、ちょっとあれなのだけれども、努力はしておりますし、それからもう一つは、

何だって島内企業というのはこれは大事でございますので、これはそういう形でこれから努力をしていき

ますし、それからもう一つ、基本設計と実施設計の問題、先ほどちょっとお話ございましたが、うちのほ

うでも改めてチェックリストをつくりまして、実はチェックリストはつくったわけでありますが、過去の

事例をそこに当てはめてもう一回やり直せと、やり直してみろというところまで今検証させておりますの

で、今度はそういうことのないように努力をしてまいります。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） それで、総合体育館ですが、入札の件でございますが、特定共同企業体の結成及び

募集に係る公告がありましたが、これ全協でも説明がありました。まだ建築確認等々の手続があるかと思

いますけれども、一日も早い入札をしていただきたいと思いますが、まずいつごろになるのか。また、発

注については、大変超大型な公共工事ですので、関連各会社、雇用確保、維持等を考慮していただいて、

大変面倒かとは思いますけれども、できるだけの分離発注に努めていただきたいと思いますが、いかがで

すか。

〇議長（祝 優雄君） 小林社会教育課長。

〇社会教育課長（小林泰英君） お答えします。

１点目の発注時期の問題でございますが、今議会で継続費の変更のご承認をいただき次第、発注の準備

にかかり、通知を出します。通知を出す曜日等が決まっておりますので、そのルールに従って出させてい

ただきまして、早ければですけれども、10月の20日より前には入札が行えるものというふうに想定してお

ります。その後議決案件もございますので、皆様方にご承認いただく機会のときにまたご報告したいと思

っております。

もう一点、分札についてでございますが、本体につきましては本体工事と電気工事、設備工事の３つに

分札を予定しております。また、外構につきましては、なるべく小さいブロックで多くの業者に入ってい
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ただいて、早期に完成することを目指しておりますので、そのような対応を考えておりますが、ブロック

ごとに２つの業者とか複数業者が入ることは適当ではないので、ある程度ブロック分けをした中で発注を

したいというふうに今建設課等と打ち合わせをしているところでございます。よろしくお願いします。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） ぜひお願いをしとうございますが、最後に国土交通省並びに新潟県は平成24年10月

１日以降よりオープンブック方式による発注手続の試行をすることになっておりますが、このオープンブ

ック方式というのを細かく説明をすると時間がありませんが、こういうことを佐渡市においても導入して

いただいて、これはやはり元請、下請間の適正化を図る取り組みとして国土交通省、新潟県が10月１日以

降取り入れるという話でございますので、ぜひ佐渡市も、この後の物件でできる物件はあるのかないのか

ちょっと私はわかりませんが、試行の検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 鈴木契約管理主幹。

〇契約管理主幹（鈴木一郎君） 今ほどのオープンブック方式による契約ということでございます。話があ

りましたとおり、国や県は試行に入るということになっています。今ほどの話のとおり、建設業における

元請、下請間の適正な契約を促進するということが目的になっていますので、そういう意味からすれば非

常に進んだ契約方式なるというふうに思いますけれども、一方で事務的な手続が非常に煩雑になるという

ことで、これは元請、下請、あるいは我々発注者側の事務量が相当なものになるということになっていま

すので、佐渡市にふさわしい方式かどうか試行の状況の調査、あるいは勉強をさせていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） 先ほどもちょっと触れましたが、業務委託の成果品が適正かどうかというところか

ら始まって、こういうオープンブック方式というような方式が出てきたのではないかと思います。これは

やっぱり今主幹が説明されましたが、その元請、下請関係でやはりゼネコン……中堅ゼネコンでもそうな

のですが、これを取り入れると１次、２次、３次なんていうのは今までみたいな協力業者、下請関係はで

きないわけですので、やはり発注者のほうも膨大な資料をつくらなければ面倒かと思いますけれども、大

型工事についてはこれをチャンスがあったら一回取り入れてもらえればと思いますが、要望だけをしてお

きます。

それと、民間譲渡についてのお話が市長から答弁ございましたが、譲渡された施設の温泉施設、宿泊施

設については企業努力で黒字というか、最小限の経費で運営をしておるところはあるのですが、やはり市

長、これ来年の４月で運営費補助金が切れますね。そうしたときにやっぱり補助金がないということは非

常に厳しいので、これは最後に市長へお願いということになるかと思うのですが、ぜひ厳しいということ

だけは、今後２年間、３年間の補助金をくれるのだから、５年間とにかく運営をしなさいということです

ので、確かに４月でもう補助金は切れるのですが、この後の運営については厳しいということだけ市長に

お願いをしておきますので、何分ともよろしくお願いをしたいと思います。
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それと、除雪については、市長、先ほど県並みにしていただくということで、固定費を３カ月から４カ

月に、基本待機料を60時間から80時間ということでお願いをして返事をいただいたので、ぜひともよろし

くお願いをしたいと思います。

それと、８番目の佐渡・新潟空路についてでございますが、この件につきましては午前中から同僚議員

からもいろいろ2,000メートル化につなげるとかというお話がございましたが、ちょっと１件だけ、お盆

前のお話ですが、実は８月９日からプライベートで北海道旅行に行きたいというので、私の知人でござい

ますが、尋ねてきたので、それなら佐渡空港から飛行機で行けば、駐車場の問題、また新潟、佐渡から空

港まで行くタクシー代等々が要らないので、そこへ行ったらということで、その人はその足ですぐ佐渡空

港に行ったのですが、佐渡空港10時10分の飛行機に４人の予約はできますかと聞いたら、ここではできま

せん、新潟交通佐渡に行ってくださいと言われて、その足で新潟交通佐渡に行ったのですが、８月９日の

佐渡発10時10分、帰りは新潟発14時15分の予約ができますかとお尋ねをしたところ、飛行機は飛んでおる

のだかなと、当てにならぬし、両津発７時20分のジェットフォイルのほうが確実ですよと言われたそうで

す。それは間違いないのです。それで、午前中の同僚議員の答弁にも主張されましたが、やはり島民の安

全、安心と経済確保、それと2,000メートルにつなげるという話にこれつながりますか。全くこういう対

応では、市長先ほど８月は51.7％の搭乗率になりましたというのは、これは常日ごろ搭乗率50％を超さな

いと、6,400万の補助金は飛んでも飛ばないでもくれるというのではないのでしょう。これではだめです。

交通政策課長、どうですか。

〇議長（祝 優雄君） 渡邉交通政策課長。

〇交通政策課長（渡邉裕次君） お答えします。

今ほど議員からご指摘のありました件については、私どももそういう対応があったということであれば

非常に残念なことであります。しっかり事業者のほうには申し伝えます。

それから、現地の空港まで行かれたということでありますので、その辺はもう少し丁寧な対応はできる

のではないかということでしっかり指導してまいりたいと考えております。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

根岸勇雄君。

〇19番（根岸勇雄君） ぜひそういう対応していただいて、ただ佐渡空港では当日の予約はできるが、１週

間前とか５日前のは予約できないから新潟交通佐渡へ行けということ自体が、これが飛ぶときに同僚議員

からどこでも予約できるのだろうかという確認をしたときには、どこでもできますよという答弁だったの

ですが、やはりそれはいつの間にやら新潟交通佐渡へ行ってもらわぬとここでは予約できないと軽々しく

言われたというのですけれども、これはやっぱりもうちょっと新潟交通と新日本航空か何か知らぬけれど

も、どういう関係になっておるのかわかりませんが、やはり当日は予約せぬでも行って、だけれども今後

はもしそれが出なかったらジェットフォイルに乗るといっても、ジェットフォイルは出港してしまったと

いうようなことがあるとすると、これは本当にまずい対応だと思うのですが、一応市も補助金出す以上は

ぜひそこら辺を徹底させてもらわないと、わざわざあっち行ったりこっち行ったり飛んで歩いて、しまい

には当てにならぬし、飛んでおるのだかななんていうような返事では到底市民は納得しませんので、ぜひ

そういう指導をしていただきたいと思います。
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それと、最後になりますが、将来ビジョンですが、課長、先ほど細かい説明をしていただきましたが、

先ほどの課長の中で５対３ということがありましたよね。あれは、３は市が借り入れる数字が３でいいの

ですか。それでいいですか。はい。

それと、市長は将来ビジョンを見直したいということですが、これは以前につくった将来ビジョンなの

ですが、これはいつごろまでに将来ビジョンを見直すのか。市長は、さっき５つの誓いの中にこれあるの

だという話をされましたが、これもう少し、こっちの資料編についてはこれでもいいと思うのです。とこ

ろがこっちのやつを誰が見てももうちょっとわかりやすい将来ビジョンにしてもらわないと、わかる人が

書いておるからこれでもわかりやすいのだかと思うような気がするのです。市民からは、これを見たって

全くわからぬと。この資料についてはこれでいい、まあまあと言うのだけれども、事細かく書き過ぎてあ

るのか、こっちが。だから、そこら辺も一応市民は、もっとわかりやすい資料にしてくれれば、我々も佐

渡市の財政がどうなって、将来31年までにはどうしたらいいのだ、我々も見る以上は協力をするべきは協

力せねばならぬし、もうちょっとわかりやすいものにしてもらいたいということの要望でしたので、要望

して私の質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（祝 優雄君） 以上で根岸勇雄君の一般質問は終わりました。

ここで、10分間休憩いたします。

午後 ４時０６分 休憩

午後 ４時１６分 再開

〇議長（祝 優雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

山田伸之君の一般質問を許します。

山田伸之君。

〔１番 山田伸之君登壇〕

〇１番（山田伸之君） 皆さん、こんにちは。私は、公明党の山田伸之です。これより通告に従い、一般質

問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

では初めに、小学校の通学路点検についてお伺いします。６月定例会の一般質問でも取り上げましたが、

改めて文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が連携して通学路における緊急合同点検等実施要領を作

成し、この実施要領に沿って全国の教育委員会や道路管理者、都道府県警が連携して８月末までに全ての

公立小学校の通学路の安全を点検し、必要な対策を講じるよう通知をしました。この通知に基づき、佐渡

市が市内29校に通学路の危険箇所を上げるよう指示した結果、全部で148カ所の危険箇所が上がったとの

ことです。その後、警察、県地域振興局、市建設課、教育委員会学校教育課でこの危険箇所について調査、

協議をした結果、特に緊急を要する箇所を絞り、30カ所を合同点検することに決まりました。８月の22日、

28日、29日の３日間、各関係機関の担当が実際に現場を視察し、一つ一つ具体的に対応策を立てていきま

した。私も28日、29日の２日間、20カ所の合同点検に同行させていただきました。感想を言わせていただ

けば、それぞれの立場で責任ある人が連携をすることで的確に、スムーズに対応策を出すことができた。

そういった意味で非常に価値のある合同点検であったと感じました。そこで、伺います。今回の合同点検

は予算がついておりません。ですが、30カ所の危険箇所の対応策を実施するには、やはり相応の予算が必
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要になります。点検だけして終わりというわけにはいきません。子供の命、安全を守るため、そして通学

路は地域住民のものでもあります。住民の安心、安全のためにも今年度中に補正を組んだり、また予備費

を使って対応策を実施すべきであると考えますが、その見解を伺います。

続きまして、学校の部活動についてお伺いします。文部科学省の体育活動中の事故防止に関する調査研

究協力者会議は、７月の４日、部活動の際に深刻な事故が多く起きていることを踏まえ、より一層の安全

対策を求めるとともに、体育科、保健体育科の授業はもちろん、運動部活動についても年間指導計画など

をつくるよう求めました。具体的には、目前の試合で勝ちたい気持ちは大切だが、そのために短期間に無

理な練習を続けることは危険が増加するだけでなく、以後の競技生活に悪影響を与えかねないとして、中

長期的な見通しを持って計画を立てるべきだとしています。確かに生徒の安全を考えれば必要なことと考

えますが、一方で学校教員の負担増につながる懸念もあります。このような計画作成を求める以上に、学

校顧問の指導環境を改善することが重要との声も中にはあります。そこで、部活動における教員の負担軽

減の先進的な取り組みとして、長野県が進める長野モデルがあります。これは、部活動を地域のクラブな

どに活動を委ねる社会体育活動化で、開かれた部活動の運営と、地域と連携した外部指導者の活用、これ

によって教職員の負担を軽減することがねらいです。ただし、活動時間や練習量が過剰になり、また社会

体育団体の指導者は教員が兼務している形が多く、負担の軽減につながっていない現状があります。そこ

で、長野県の中でも成果を上げている中野市の取り組みを紹介したいと思います。現在運動部の一部の活

動を社会体育団体として行っており、文化部も同様に社会文化活動として実施するのが特徴です。社会体

育団体の規約も制定。規約では、野球部は休日のみ社会体育団体として活動など、活動日や活動時間、責

任者、保険への加入、事故発生時の補償まで明確化しました。部活動と社会体育を明確に分ける、生徒の

学校生活に支障が出ない範囲で活動することも徹底をしております。成果として、保護者や地域による支

援が強化され、生徒や指導者の頑張る姿が多くの人に見られるようになり、競技成績への不満も減った。

また、地域の人脈から外部指導者確保が可能となり、特に競技経験のない顧問教員への負担、精神的な負

担が大幅に軽減された。学校だけが部活動を背負うのではなく、地域全体で協力する意識が高まったとの

ことです。私は、ある生徒の保護者の方から次のような相談を受けました。その生徒は、硬式野球をやり

たいが、学校には硬式野球部がないので、地域の硬式野球部に入っております。しかし、学校側は地域の

クラブは部活動として認めていないため、硬式野球とは別の部活に入らなければならず、大変だと言って

おります。社会体育団体の活動が部活動に認められれば二重に活動する必要もなく、１種目に専念できま

す。こうした問題の解決のため、そして教員の負担軽減のため、地域と学校の交流のためにも長野モデル

を参考に、佐渡市に合った部活動の社会体育活動化の推進を提案しますが、その見解を伺います。

続いて、防災訓練についてお伺いします。去る８月26日の９時から真野漁港多目的広場にて佐渡市総合

防災訓練が行われました。自衛隊や海上保安部、警察に消防など計35の機関が参加して、救出訓練や応急

救護所訓練など、万一の際に市民の命と安全を守る活動が行われました。私も実際に訓練を見学させてい

ただき、各関係機関の取り組みに深く尊敬をし、感謝の思いでいっぱいになりました。一方で、この訓練

は主に行政側が中心の防災訓練であったと認識しました。まず、防災の考え方として大きく３つに分かれ

ます。まず、自分の身は自分で守るという自助、そして隣近所、地域でお互いに助け合う共助、最後に自

治体や公共機関の公が助ける公助であります。そして、この３つの自助、共助、公助の重要度は７対２対
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１とされております。ここで私は決して行政の訓練を否定しているわけではありません。それ自体極めて

重要であり、引き続き継続していかなければなりません。その上で、市民の皆さんに自分の身は自分で守

るという自助の大切さを啓発するための訓練を何よりも行っていただきたいということであります。今回

の防災訓練について、市民から、防災訓練があったこと自体知らなかった、また訓練用の市民メールが８

時30分ごろに届いたが、よくわからなかったので、特に何をすることもなかったといった声が多数ありま

した。このように市民一人一人のレベルでこの防災訓練が生かし切れていないところに問題があり、簡単

に言うともったいないというのが率直な意見です。私がここで訴えたいのは、佐渡市でも全住民参加型の

一斉防災訓練を実施していただきたいということであります。そのために、少々長くなりますが、全国各

地の取り組みを紹介させていただきます。今全国で全住民参加型の一斉防災訓練が行われております。例

えば大阪府880万人訓練があります。地震発生時の自助の大切さを啓発するため、９月５日午前11時から

大阪府全域を対象に一斉防災訓練を実施しました。この訓練は、午前11時の時報と同時に防災行政無線や

屋外設置スピーカー、携帯電話による緊急速報メールを活用し、訓練開始の合図を発信、訓練情報を受け

た各自が一斉に自身の身を守る行動を開始します。この訓練を各家庭や職場、学校等で実施し、日ごろの

防災対策を再点検し、備え、考え、行動する自助力を高めるものであります。この訓練のねらいは、災害

が起こったときに一人一人がどのように行動すればよいのか、これを日ごろから考え、必要な準備をした

上でとっさに行動ができるようにすることであり、そのきっかけを与えることです。例えば訓練開始合図

を受けて身を低くし、机の下に潜り込み、頭を防護する、避難経路を確認する、災害に備え、話し合うな

どであります。同様の流れとしてシェイクアウト訓練も各地で行われております。シェイクアウト訓練と

は、2008年からアメリカカリフォルニアで始まった防災訓練で、決まった日の同時刻に一斉に机の下に隠

れるなど、身の安全を図る訓練を行います。その後、安否確認や応急手当て、初期消火等必要と思われる

行動を任意で実施します。訓練を通じて棚の固定や物資の備蓄、避難所確認など、実際にできる災害への

備えや家族、職場での災害時の話し合いに発展させることが望まれています。誰もが参加できる取り組み

として期待されています。地震が発生してすぐにどんな行動をとるかという発災直後の訓練の機会は意外

と少なく、この訓練を自分の身は自分で守るということを改めて考えるきっかけとして多くの方に気軽に

参加できるものとして、これまで東京都世田谷区、千代田区、千葉県千葉市、市川市、あと北海道などが

実施をしております。また、これから愛知県名古屋市、蒲郡市などでもこれから実施の予定です。実際に

行った北海道によれば、これまでの北海道の防災訓練は災害救助、水防活動、大規模災害を想定した応急

活動など、多様な訓練を一度の場面で実施し、主に防災関係機関による現場の連携に主眼を置いて実施し

てきましたが、東日本大震災を踏まえて事前準備や進行管理を行わない実行動を重視した訓練とすること、

被災直後において住民自らが自らを守るための知識、能力を備えるため、住民自主参加型の訓練とするこ

とを重点目標とすることでシェイクアウト訓練を実施しました。また、大阪府美濃市では地域コミュニテ

ィーに重点を置いた訓練を計画しております。平成25年１月、美濃市では初めて全市一斉総合防災訓練の

実施を目指しています。行政だけの訓練ではなく、全地域、全学校も参加し、防災体制の毎年の総点検と

して、そして顔の見える関係をつなぎ続ける場として今後も毎年開催していく予定で、主な訓練内容とし

て、自治会などによる安否確認と地区防災委員会への情報集約、避難所運営ルールの確認、災害対策本部

の情報伝達、出動訓練などがあります。美濃市によれば、失敗しながらも繰り返し訓練を行っていくこと
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が重要であり、地域では無理をせず息の長い取り組みをしていくことや、この取り組みを通じて弱体化し

ている地域コミュニティーの再構築につなげたい。そして、災害により行政の手が届かない状況になって

も、地域で助け合って犠牲者を一人でも少なくするためには、平時から顔の見える関係をつくり、災害時

の行動を意識して生活することが必要です。そして、その土壌をつくり、必要性を伝え続けていくことは

行政の責務です。美濃市では、地域の皆さんに協力をお願いしながらさまざまな取り組みに着手していま

すとあります。

以上、各自治体の取り組みを紹介させていただきましたが、改めて災害発生時に被害を最小限に抑える

ために、そして住民一人一人の防災に対する意識啓発のために、そしてそれが佐渡市の責務であるとして

佐渡市一斉防災訓練を行うよう提案しますが、市長の見解を伺います。

これで１回目の質問を終わります。

〇議長（祝 優雄君） 山田伸之君の一般質問に対する答弁を許します。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） それでは、山田議員の質問にお答えをさせていただきます。

まず、１点目の小学校の通学路の安全点検に伴います対応であります。148カ所のうち、これを点検を

した結果、緊急を要するのが30カ所あると、こういう結論になったということでございます。将来の子供

が安全で通学できる、このところを確保するのは当然のことでありますので、整備をいたします。特にこ

の30カ所のうちの市道以外のところについて、県道とか、こういうものもあるわけであります。県の地域

振興局のほうにも要請をいたしまして、整備をするという回答を得ておりますので、整備をいたします。

それから、中学校の部活動の社会体育活動につきましては、教育委員会から説明をさせます。

市の防災訓練であります。市の防災訓練は先般行いましたけれども、本会場での訓練の大半が35の機関

等々に集まっていただいたわけでありまして、関係機関との連携訓練となっておりますので、見た目は行

政主導型の訓練と思われる方も多いかと思います。しかしながら、私どもがねらっているのは住民主導型

の訓練、これを目指しておるところでございます。したがいまして、今回の場合自主防災会が51組織、

2,300人が参加をし、地元で訓練を行ってきたところであります。しかしながら、今議員がおっしゃいま

すように自助、共助、公助という視点で、特に自助というものが大事だと思っております。そういう意味

では、市民一人一人のレベルでこの意識を高めていくということが大事だと考えております。したがいま

して、一挙に来年から、大阪やいろんなところで模範の事例があるようでありますが、ここに到達すると

いうことは私は不可能だと思っていますが、一歩一歩、特に今緊急情報伝達システムを整備をするという

ことでございますので、その整備がされる段階ではほぼご満足いただけるような体制をとってまいりたい

というふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林教育長。

〇教育長（小林祐玄君） お答えいたします。

中学校の部活動の社会体育活動化についてということでございますが、議員がおっしゃるように長野県
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の中野市の成功事例やその他先進地域の取り組みを参考にしながら、部活動の社会体育活動化が佐渡にお

いても有効なものになるのか、実施する方向で今調査研究していきます。なお、部活動の社会体育活動化

につきましては、佐渡市の体育協会、それから中学校長会からも一定の理解を得ておりまして、既にジュ

ニアスポーツクラブの指導員や地域の方を招聘しての部活動を実施している中学校がありますので、その

あたりの中学校をモデル校にしてこの後の佐渡市のあり方を探っていく方向です。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） まず、通学路のことなのですけれども、30カ所については実施をしていただくとい

うことで、ぜひともよろしくお願いいたします。私は、この通学路の合同点検を今回限りの一過性で終わ

らせるべきではないと考えております。まず、何といっても合同点検をしていないのが残り118カ所あり

ます。この118カ所についても何らかの対策を立てなければなりませんし、やはり改めて合同点検すべき

ところがあれば実施をするべきである。また、これから小学校の統合によって通学路が変更になる、そう

いったところもこれから出てくるかと思います。すると、新たに危険箇所が出てくることも考えられます。

ですので、定期的に警察、県地域振興局、そういった関係機関による合同点検を実施をする、そしてその

ための予算もしっかりと当初予算に組み込むことを提案いたしますが、その見解を伺います。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林教育長。

〇教育長（小林祐玄君） では、お答えをいたします。

148カ所のうちの30カ所は特に重要なことだと、まだ残りがあるわけなのですが、今回の合同点検を振

り返ってみますと、関係機関が直接現場において意見を出し合い、協議するということで、より効果的な

対応策ができたと感じております。したがいまして、30カ所以外の残りの危険箇所及び今後通学路等も変

更しますので、そして新たに発生する場合の危険箇所についても必要に応じて合同点検をしていきたいと

考えておりまして、既に関係機関へは協力を要請したところです。なお、その実施時期については新年度

予定しており、予算につきましては合同点検の結果に基づき、措置できるものは措置していきたいと考え

ております。よろしくお願いいたします。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） では、ぜひその方向でよろしくお願いいたします。

部活動の件になるのですけれども、この取り組みは社会体育団体との連携も必要になってきます。そこ

で、部活動の社会体育活動化について社会教育課長の見解をお伺いしたいのですが。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

小林社会教育課長。

〇社会教育課長（小林泰英君） 先ほど教育長が答弁しましたとおり、既に学外コーチという形で社会体育

の指導員の方、当然体協に加盟している方々等が入っているところが幾つかございます。例えばバドミン

トン、バスケット、バレー等がございますが、その中で大切なことは学校の教育指導要領の中での部活動



- 83 -

という位置づけと社会体育のクラブ活動という位置づけの区別だと思います。恐らく議員がおっしゃられ

る弊害というのは、指導者が競技に走るという部分、そういう部分が懸念されるものというふうに推測さ

れますが、そこは体協と学校としっかり話し合いをした中で過剰な指導にならないよう、教育の一環であ

るということを理解した中で取り組むべきものというふうに考えておりますので、今そのような方向で体

協の理事長等と話を進めているところでございます。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） 教員の負担軽減のためにもこのモデルの導入に向けて取り組んでいただきたいと思

います。

防災訓練について質問をしますけれども、防災に関連して７月の25日付の回覧に災害時要援護者の調査

についてのお願いがありました。その内容については、高齢な方や障害のある方など、災害による避難時

に自力で避難が困難な方について迅速に安否確認を行い、安全に避難できるよう災害時要援護者台帳、こ

れを整備して、あわせて地区別の災害時要援護者マップ、助け合いマップを作成します。つきましては、

地区の民生、児童委員が支援が必要と思われる方のお宅を訪問し、台帳等への登録の希望の有無や必要な

情報について調査させていただきますという回覧が回りました。これは、同意方式による要援護者の情報

確認と思われますが、調査に当たり台帳に登録する人の基準は何ですか。一例を挙げれば高松市。高松市

では、まず介護保険における要介護認定を受けており、要介護３から５の者、そして身体障害者手帳の交

付を受けており、障害の程度が１級または２級の者、そして療育手帳の交付を受けており、障害の程度が

Ａ、または○Ａの判定の者、そして精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が１級の者、

75歳以上のひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯、そして前各号に準じる状態にあり、災害時の

支援が必要と認められている者、こういうふうになっています、佐渡市ではどのような基準なのか、お伺

いします。また、登録を希望する方がいらした場合の対応についてもお伺いします。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

本間危機管理主幹。

〇危機管理主幹（本間 聡君） 要援護者台帳への登録につきましてお答えいたします。

今議員から高松市の例が出されました。その例は、全て佐渡市でも当てはめております。それ以外に今

年度から妊産婦、乳児、妊娠届け出の際に希望された方、これを要援護者者台帳に登録しております。

それから、台帳への登録基準以外の登録希望者への対応についてですが、これはその他支援が必要と認

められる方という形で該当になるかと思いますが、本人や家族の方から災害時要援護者調査票に記入し、

提出していただいて、民生、児童委員が訪問し、調査票を作成して台帳に登録するという手順になってお

ります。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） 続きまして、要援護者名簿の平時の活用、例えば防災訓練等での活用、そして、災

害発生時の活用の仕組み、これはどのように考えていますでしょうか。あわせて要援護者台帳の情報の共
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有、これはどの範囲を考えていますか。私は、集落や町内会、あと担当区域の民生委員、児童委員、社会

福祉協議会、あと警察、消防、この機関が情報を共有すべきであると考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

本間危機管理主幹。

〇危機管理主幹（本間 聡君） 要援護者台帳の平時の活用についてですが、まず先ほど市長が答弁された

とおり、総合防災訓練等によりまして要援護者の安否確認訓練、その際に台帳を使っての訓練をやってお

ります。それから、自主防災会による平時といいますか、通常の独自の活動にも活用してもらっておりま

す。それから、豪雪や熱中症の注意喚起など異常気象時における活用、これは防災面ではなくて、そうい

う異常気象時における活用もその台帳を使用しております。それから、民生、児童委員や自主防災組織な

どの平時の見守り活動、これについても活用しております。

２点目の災害発生時の活用ですが、市の地域防災計画に基づきまして、自主防災会、民生委員、町内会

等を通じて災害時の要援護者の安否確認や避難及び救護に活用することになっております。これの実例と

いたしまして、ことし２月８日に起きました震度５強の地震の際には安否確認のために台帳を確認して、

民生、児童委員等で確認作業を行っております。それから、台帳の情報の共有の範囲ですけれども、現在

自主防災組織、それから自主防災組織のない地区の行政区の役員、これは町内会長等です。それから、民

生、児童委員、消防署、消防団、警察署、以上の組織は情報を共有しております。なお、社会福祉協議会

は民間の団体でありますので、情報等は渡しておりません。

以上です。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） それで、その台帳の情報が確認できた要援護者に対しては、一人一人に対する個別

の避難支援プラン、こういったものを策定すべきであると考えますが、その計画はありますでしょうか。

内閣府の災害時要援護者の避難支援ガイドライン、こういったものがありますので、ぜひそちらを参考に

策定していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

本間危機管理主幹。

〇危機管理主幹（本間 聡君） この要援護者台帳は、平成20年から毎年作成しておるものですけれども、

今ほど議員が申されました内閣府の避難支援ガイドラインを参考にして、災害時要援護者台帳を作成いた

しまして、自主防災組織や集落を単位として個別避難支援計画を策定しております。ただし、ここの段階

で１つ問題になるのが個人情報の保護条例の関係で、安易に個人情報を共有することができないという部

分でこの支援計画の策定にネックとなっている部分がございます。平成24年の４月現在で要援護者台帳を

交付している395団体のうち、197団体でこの個別避難支援計画を策定しております。

以上でございます。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） 佐渡市防災会議のメンバーについてお伺いします。
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佐渡市防災会議条例の一部を改正する案が今回出され、防災会議の委員として自治防災組織を構成する

者、または学識経験のある者のうちから市長が任命する者、これが追加されております。そこで、伺いま

す。現在の防災会議のメンバー32人のうち、女性は何人いらっしゃいますか。

〇議長（祝 優雄君） 答弁を許します。

本間危機管理主幹。

〇危機管理主幹（本間 聡君） 現在の市の防災会議の委員につきましては、関係機関の団体の代表者とい

う形になっております。これは、市職員としての災害対策本部員も含めてのことなのですが、残念ながら

女性は一人もおりません。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。

〇１番（山田伸之君） この点について、公明党は女性の視点からの防災行政総点検、この調査を行いまし

た。調査は、昨年の10月１日から１カ月間、18都府県、640市区町村の防災担当部局に対して聞き取り調

査を実施したもので、現在地方防災会議の委員に女性が登用されていますかの問いに、いいえと答えた自

治体が44.2％と、多くの自治体でまだ女性委員が登用されていない実態が明らかになりました。また、地

方防災会議における女性委員の割合を聞いたところ、ゼロ％、もしくは５％未満の会議が３分の２以上を

占めるということがわかりました。また、地域防災計画を作成する際、女性からの意見を反映させました

かに、はいと答えた自治体は40.9％にとどまり、半数以上の自治体で防災計画に女性の意見が反映されて

いない、こういう実態が明らかになりました。続いて、地域防災計画に女性の意見が反映されていない理

由を聞いたところ、116団体が地方防災会議の構成委員要件に当たる職責に該当する女性がいなかったと

回答。これは、委員を構成している各行政の職責などに女性がいない場合に女性を加えるような配慮がな

されていない、このことを示しています。男の私が言うのもなんですが、災害対策には女性の視点が必要

であると訴えたい。まず、避難所の整備、運営に女性の視点や子育てニーズを反映しているか。着がえる

場所がない、授乳できるスペースがないなどの課題に応えられているか。そして、災害用備蓄物資に女性

や乳児などのニーズが含まれているか。化粧品、あと乳児のおむつ、こういった物資は確保されているの

か。こうした女性にしかわからないさまざまな課題に対応するためにも、今回新たに加えられる佐渡市防

災会議の委員にはぜひ女性を入れていただきたいと提案しますが、いかがでしょうか。

〇議長（祝 優雄君） これは市長、答弁どうですか。

答弁を許します。

甲斐市長。

〇市長（甲斐元也君） お答えいたします。

今までのものは、各機関の代表といいますか、所長とか局長とかというような形なものですから、なか

なか女性がそこになっていないというケースがあって、これはいたし方がなかった。今回そういう方々が

入るということでありますが、防災だけではなくて全ての点で女性の位置づけは大事でございますので、

十分考慮させていただきたいと思います。

〇議長（祝 優雄君） 質問を許します。

山田伸之君。
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〇１番（山田伸之君） ぜひご検討いただいて、女性の視点を取り入れていただきたいと思います。今回お

約束いただいたことを必ず実施していただくことを念願して、これで私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。

〇議長（祝 優雄君） 以上で山田伸之君の一般質問は終わりました。

〇議長（祝 優雄君） 本日の日程は全部終了いたしました。

明日12日水曜日は午前10時から開会します。

本日はこれにて散会します。

午後 ４時５６分 散会


